
９－１－１平成１７年度新入生オリエンテーション日程

区 大 学 院 学 部

分 時 刻 所要時間 事 項 場 所 時 刻 所要時間 事 項 場 所
（分） （分）

9:30 ～ 10:20 50 入 学 式 講 堂

10:40 ～ 11:00 20 大学院の教育・研究（副学長） 講３０１

11:00 ～ 11:20 20 教育課程と履修方法 〃 12:30 ～ 13:20 50 入 学 式 講 堂
４ （教務委員会委員長・教育支援課）
月 〃

11:20 ～ 11:40 20 海外教育特別研究及び海外派遣制度 〃
（国際交流推進室） 13:55 ～ 14:25 30 学部後援会総会 〃

11
日 11:40 ～ 11:50 10 大学院同窓会入会案内 〃 13:55 ～ 14:15 20 大学教育（副学長） 講３０１

(月) 11:50 ～ 12:00 10 大学院学生協議会案内 〃 14:15 ～ 14:45 30 教育課程と履修方法 〃
（教務委員会委員長・教育支援課）

13:30 ～ 17:00 210 個別指導 教 室 等 14:45 ～ 15:05 20 海外教育研究及び海外派遣制度 〃
（国際交流推進室）

15:20 ～ 16:20 60 クラス担当教員の指導 教 室 等

16:30 ～ 17:00 30 記念撮影 講 堂

9:00 ～ 9:10 10 附属図書館（附属図書館長） 講 堂

9:10 ～ 9:25 15 情報基盤センター（情報基盤センター長） 〃

9:25 ～ 9:35 10 実技教育研究指導センター（実技教育研究指導センター長） 〃

9:35 ～ 9:45 10 保健管理センター（保健管理センター所長） 〃

9:45 ～ 9:55 10 学生指導（学生委員会委員長） 〃
４
月 10:00 ～ 10:15 15 セクシュアル・ハラスメントの防止(人権及びセクシュアル・ハラスメント委員会) 〃

12 10:15 ～ 10:25 10 学生生活（学生支援課長）・事務連絡 〃
日

(火) 10:40 ～ 11:40 60 日本学生支援機構奨学金説明会 講３０１ 10:35 ～ 12:40 125 胸部間接撮影 大学会館脇

11:40 ～ 13:40 120 昼休み 12:40 ～ 13:40 60 昼休み

13:40 ～ 15:50 130 胸部間接撮影 大学会館脇 13:40 ～ 14:10 30 電子シラバスの操作説明会 講３０１

14:10 ～ 14:50 40 新入生合宿研修説明会 〃

14:50 ～ 15:00 10 予備

15:10 ～ 16:00 50 日本学生支援機構奨学金説明会 〃

16:00 ～ 17:00 60 学生宿舎入居ガイダンス 講３０１
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９－１－２

平成１７度新入生オリエンテーション配付資料（学校教育学部）

１．新入生オリエンテーション等の実施について（通知 ．受付で配付）．．．

２．平成１７年度入学生名簿

３．平成１７年度入学者用履修の手引（学校教育学部）

４．平成１７年度授業科目一覧（学校教育学部）

５．電子シラバス利用の手引き

６．履修登録票

７．聴講票

８．所属クラスと履修上のグループ分けについて

９．専修・コース分けの実施について

１０．専修・コース（分野）の希望調査票

１１．１年次必修「体験学習」の履修について

１２．平成１７年度学生生活

１３．平成１７年度新入生合宿研修

１４．現住所届

１５．安全の手引

１６．学生教育研究災害傷害保険料等の納入について

１７．学生教育研究災害保険のしおり

１８．保健管理センター関係書類

・保健管理センターよりお知らせ

・保健管理センターのしおり

・健康診断書一式

・エイズ・ハンドブック

１９．課外活動団体の紹介

２０．附属図書館利用案内

２１．情報基盤センター施設利用ガイド

・ 学生だより（創刊号）JUEN
２２．ハラスメント防止リーフレット

２３．平成１５年度 上越教育大学セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート調査

調査結果報告書（ダイジェスト版）

!２４．アルハラ、ノン・ノン

２５．くらしの豆知識

２６．防災関係書類

・国立大学法人上越教育大学防災計画

・上越教育大学防災マニュアル

・上越教育大学安全カード

２７．就職支援室案内・・・ プラP
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別添資料９－１－①－２「平成17年度新入生オリエンテーション配付資料（学校教育学部）」



- 1 -

本学の教育課程
１ 本学の教育課程は，幼稚園教育との連続性を考慮に入れながら小学校教育を中心とし，さら

に中等教育も含めた初等・中等教育全体について十分な理解と専門的能力を有する教員の養成
を目指しており，小学校教諭の普通免許状及び希望により幼稚園，中学校，高等学校の普通免
許状も併せて取得できるように編成されています。

２ 具体的な授業科目については，従来の教養教育と専門教育を改組して，「人間教育学関連科
目」，「相互コミュニケーション科目」，「ブリッジ科目」，「教育実践科目」，「専門科
目」及び「卒業研究」に区分し，教育の原点である人間理解に基づき個性と専門性を形成する
ことができるように編成されています。

３ 教育実習は，本学が大変重視している科目で，さまざまな実習の内容を含め，大幅に拡充を
しています。このことによって，幼児・児童と直接触れ会う機会の実習が体系的に開設され，
本学で修得した専門性が，教育現場で必要とする実践能力へと具体化するように編成されてい
ます。このような趣旨から，教育実習の単位は，全履修単位の中での割合が多くなっており，
１年次から４年次まで段階的，発展的に履修できることとなり，上越市内及び近隣市町村の協
力学校，本学の附属学校（園），学校教育総合研究センターで実施されています。

４ 音楽教育，美術教育，体育教育及び言語系教育の分野に関する実践的，技術的能力及び実技
指導能力などの涵養を図るため，学生の自発的学習を助長する指導が，実技教育研究指導セン
ターで実施されています。

５ 豊かな国際感覚を養うため，大学間交流協定締結の拡大及び外国人留学生の積極的な受入れ
と施設の充実を図っています。また，政府奨学金による短期留学推進制度による学生の派遣が
あります。

６ 教育職員免許状のほかに，学芸員，社会教育主事，学校図書館司書教諭及び保育士の資格取
得のための授業科目が開設されています。

７ 専修・コースには，１年次終了時に配属されます。本人の希望と１年次の成績をもとにして
，所属が決まります。

８ 学期は，２学期制（前期４～９月，後期１０～３月）です。
９ 卒業要件は，４年以上在学し，定められた授業科目を１２８単位以上修得することです。

１０ 進級制度があり，１年次及び３年次終了時に一定の単位数を修得していないと次の学年に進
級できません。

１１ オフィス・アワーを全学的に実施しています。
１２ 長岡技術科学大学及び放送大学との単位互換制度があります。

履修方法の概要Ⅰ
学生は，国立大学法人上越教育大学学則(P44)及び上越教育大学学校教育学部履修規程(P66)等

の定めるところに従って，計画的に各授業科目を履修します。この手引(卒業まで使用します。)
と別冊「授業科目一覧」及びインターネット上の「上越教育大学電子シラバス，学内からは

学外からは http://www.juen.ac.jp/syllabus/ 」並びに「学生http://wsyl.juen.ac.jp
生活」を熟読した上で，関係諸規則に定める基準に則って間違いのないように履修計画を立て
てください。

１ 専修・コース
学生は，初等教育全般にわたる総合的な理解を深め，初等教育教員として必要な資質能力を

培うとともに，特定の分野についての専門性を深めるため，２年次から学校教育専修（２コー
ス），幼児教育専修及び教科・領域教育専修（５コース）のいずれかの専修・コースに所属し
ます。
専修・コース名は，次のとおりです。

専 修 名 コ ー ス 名
学校教育専修 学習臨床コース

発達臨床コース
幼児教育専修
教 科 ・ 領 域 言語系コース
教 育 専 修 社会系コース

自然系コース
芸術系コース
生活・健康系コース

次のコースについては専攻する分野に分かれて履修することとなります。
①発達臨床コース

「生徒指導総合」，「心理臨床」
②言語系コース

「国語」，「英語」

『平成１７年度入学者用　履修の手引（学校教育学部）』（抜粋）
９－１－３
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③自然系コース
「数学」，「理科」

④芸術系コース
「音楽」，「美術」

⑤生活・健康系コース
「保健体育」，「技術」，「家庭」

なお，１年次は１６クラス（Ａ１～Ａ４，Ｂ１～Ｂ４，Ｃ１～Ｃ４，Ｄ１～Ｄ４）に分かれ
て履修します。(P79)参照

２ 授業科目の区分
授業科目は，「人間教育学関連科目」，「相互コミュニケーション科目」，「ブリッジ科

目」，「教育実践科目」，「専門科目」及び「卒業研究」に区分されており，その内容は次の
とおりです。

授 業 科 目 の 区 分 内 容
人 間 教 育 学 関 連 科 目 教員の原点である人間理解を，体験と観察・参加を

人間教育学セミナー 通じて実践的に深めることを目的とする科目群である。
実践的人間理解科目
基礎的人間形成科目

相互コミュニケーション科目 初等教員として求められている教育的情報処理能
情 報 力と表現能力を育成するための科目群である。
表 現

ブ リ ッ ジ 科 目 十分な基礎学力を補習するとともに初等の教科専門
ブ リ ッ ジ 科 目 Ⅰ 性を培い，さらに専門科目への橋渡しをするための科
ブ リ ッ ジ 科 目 Ⅱ 目群である。

教 育 実 践 科 目 各教科の指導法，ガイダンス及び教育実習によって
各 教 科 の 指 導 法 教育実践力を養成することを目的とする科目群である。
ガ イ ダ ン ス
教 育 実 習

専 門 科 目 各専修・コースごとに専門科目，専門セミナー及び
専 門 科 目 実践セミナーから構成され，総合的かつ専門的な問題
専 門 セ ミ ナ ー 解決能力の形成を目指すための科目群である。
実 践 セ ミ ナ ー

卒 業 研 究 専修・コースの専門科目に関する修業を集約発展さ
せて，その成果をまとめあげるための科目である。

３ 授業
(1) 学期（授業期間）

本学は，学年を前期（４月１日から９月３０日まで）及び後期（１０月１日から翌年３月
３１日まで）の２学期に区分し，１年間の授業を行う期間は，定期試験等の期間を含め，
３５週にわたることを原則としています。

(2) 授業の方法
授業は，講義，演習，実験，実習及び実技のいずれかにより，又はこれらの併用により行

います。
(3) 各授業科目の単位

各授業科目の単位は，次の基準により計算します。
授業の方法による区分 １ 単 位 当 た り の 授 業 時 間 数
講義（Ｌ），演習（Ｓ） １５時間（授業２時間（各１時限）７．５回）
実験・実習・実技（Ｐ） ３０時間（授業２時間（各１時限）１５回）

(4) 授業時間
授業時間の区分は，次のとおりです。

時 限 授 業 開 始 ・ 終 了 時 刻
第１時限 ８時４０分 ～ １０時１０分
第２時限 １０時２０分 ～ １１時５０分
第３時限 １３時００分 ～ １４時３０分
第４時限 １４時４０分 ～ １６時１０分
第５時限 １６時２０分 ～ １７時５０分

４ 定期試験，成績評価及び単位の授与
(1) 定期試験

履修登録した授業科目について常時受講している場合には，学期末又は学年末等に試験を
行います。具体的な試験の方法は，授業担当教員が定める方法によります。
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試験中の不正行為については，学則及び履修規程に照らして厳しく処分されます。
なお，定められた試験を受けることができなかった者に対して行う追試験及び不合格とな

った者に行う再試験は，次のとおりです。
① 病気その他やむを得ない理由により所定の試験を受けることができなかった学生には，

願い出によって追試験を行う。
② 卒業年次に受けた試験が不合格となった卒業要件４単位以内の授業科目について，願い

出によって再試験を行う。
(2) 成績評価

成績評価は，授業担当教員が定期試験の結果及び受講状況等を総合して行います。
成績評価の基準は，次のとおりです。

評 価 評 価 基 準 摘 要
Ａ １００点 ～ ８０点 合格
Ｂ ７９点 ～ ７０点 合格
Ｃ ６９点 ～ ６０点 合格
Ｄ ５９点 以下 不合格とし，単位を与えない。

(3) 単位の授与
授業科目を履修し，その試験に合格した者には，所定の単位を与えます。
合格した科目を再度受講することは，原則としてできません。また，受講しても単位認

定は行われません。

５ 進級制度
(1) ２年次進級基準

１年次終了時に「人間教育学セミナー（教職の意義）」を含む，必修科目２０単位以上を
修得していないと２年次に進級できません。

(2) ４年次進級基準
３年次終了時に「教育実地研究Ⅲ（初等教育実習）」を含む，９０単位以上を修得してい

ないと４年次に進級できません。

６ 卒業要件，学位の授与
(1) 卒業要件

本学を卒業するため満たすべき履修上の要件は，本学に４年以上在学し，「卒業要件科目
，単位数一覧表」(P12)に定める科目区分に従い，１２８単位以上修得することとなってい

ます。
(2) 学位の授与

本学を卒業した者は，学士（教育学）の学位が授与されます。

７ 授業科目，単位数，履修方法等
(1) 専修別授業科目，標準履修年次，単位数等

各専修ごとの卒業要件に係る修得すべき単位数は，「卒業要件科目，単位数一覧表」
(P12)のとおりです。

また，各科目区分ごとの授業科目及び単位数等は，「授業科目，単位数，標準履修年次等
一覧表」(P15)のとおりです。

なお，授業科目の概要等については，インターネット上の「上越教育大学電子シラバス
学内からは 学外からは http://www.juen.ac.jp/syllabus/ 」http://wsyl.juen.ac.jp
を参照してください。

(2) 授業科目上の特記事項
①授業（履修）上のグループ分け

授業科目の形態，特に同一の授業科目で複数の授業を開講するものについては，それぞ
れの授業を履修する学生を所属のクラスあるいは専修・コース等で指定しています。

当該授業科目については，「○○○〈Ａ〉」，「○○○〈Ａ・Ｄ〉」等と明記されてい
ますので注意してください。

その履修の基本グループは，次のとおりです。ただし，入学した年度により，履修の基
本グループが変更される場合は，別途グループ分けを行います。

○１年次 グループ １ 年 次 の ク ラ ス 編 成
Ａ Ａ１ ， Ａ２ ， Ａ３ ， Ａ４
Ｂ Ｂ１ ， Ｂ２ ， Ｂ３ ， Ｂ４
Ｃ Ｃ１ ， Ｃ２ ， Ｃ３ ， Ｃ４
Ｄ Ｄ１ ， Ｄ２ ， Ｄ３ ， Ｄ４
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○２年次 グループ 専 修 ・ コ ー ス
以降 Ａ 学校教育専修（学習臨床コース，発達臨床コース）

Ｂ 教科・領域教育専修（言語系コース，社会系コース）
Ｃ 教科・領域教育専修（自然系コース，芸術系コース）
Ｄ 幼児教育専修，教科・領域教育専修（生活・健康系コース）

②授業科目の特徴
同一授業科目名で科目番号が別の科目は，それぞれ別の卒業要件区分あるいは免許要件

の単位として認定する科目になります。
③ブリッジ科目

ブリッジ科目Ⅱの中に設定されている当該専攻する分野の授業科目については，履修す
ることにより当該専攻する分野の専門科目の卒業要件として修得することができます。

ただし，ブリッジ科目Ⅱ及び専門科目の両方の卒業要件に充てることはできません。
④教育実習

教育実習の種類（名称），実施年次，期間，単位及び受講対象は，次の表のとおりです。

区 分 名 称 単位 授業方法等 実 習 校実 施 教育実習
年 次 期間(週)

実践的人間 教育実地研究Ⅰ 大学，附属園，１～２ （２） ２ 必修
理解科目 （観察・参加） 協力校・園

教育実地研究Ⅱ
－ 必修 大学教 （授業基礎研究Ⅰ） ２ １

育 （授業基礎研究Ⅱ） ３ － １ 必修 大学

３ ４ ４ 必修 附属校，協力校実 教育実地研究Ⅲ
習 （初等教育実習）

４ ３ ４ 附属校，協力校教育実地研究Ⅷ 中・高免取得
（中等教育実習） 希望者必修

専門科目 ４ ２ ２ 附属園幼稚園専修教育 幼児教育専
実習 修学生必修

各教育実習の手引等については，その実施に際して別途配付し，事前指導を行います。
原則として，各実施年次の教育実習は，先行する年次の「教育実地研究」を履修し，事

前指導に出席した者のみ履修することができます。
特に「教育実地研究Ⅲ（初等教育実習）」及び「教育実地研究Ⅷ（中等教育実習）」の

授業科目の履修については，「上越教育大学「教育実地研究」履修資格申合せ」(P94)に
定める必要要件を満たしていなければなりません。

⑤卒業研究
指導教員の指導を受け，専修・コースにおける修業を集約・発展させた卒業研究を行い，

卒業論文，卒業研究の業績等を提出しなければなりません。
卒業論文等は，指導教員の必要な指導を受けた上，各専修・コースごとに定める様式に

まとめて卒業予定年次の１月３１日 まで，教育支援課で受け付けます。
各専修・コースの卒業研究の形態は次のとおりです。

専修・コース 専攻する分野 卒 業 研 究 の 形 態

学 教育方法臨床 論文

校 学習過程臨床 論文
学習臨床

教 情 報 教 育 論文

育 総 合 学 習 論文

専 生徒指導総合 論文
発達臨床

修 心 理 臨 床 論文

論文
幼児教育専修

論文及び業績（作品等）

国 語 論文
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言 語 系
英 語 論文

社 会 系 論文

教 数 学 論文又はこれに代わる業績（報告書又は論文講究）
自 然 系

科 理 科 論文

・ 音 楽 論文及び業績（演奏又は作曲）

領 芸 術 系 論文及び業績（作品）
美 術

域 論文又はこれに代わる業績（作品と報告書）
注）報告書の内容は，作品制作の経過等の記録，技法

教 等に関する調査ノート，実験データと分析などによ
る成果報告で規模は卒業論文に準ずるものとする。

育
保 健 体 育 論文

専
論文又はこれに代わる業績（研究報告，製作品等）

修 技 術 注）業績とは，卒業論文に準ずる研究報告書，調査報
生活・健 告書，教育実践報告書等又は製作品等を指すものと
康系 し，製作品等にはそれに関する研究報告書を添付す

るものとする。なお，どの形態を選択するかについ
ては，学生ごとに指導教官が決定するものとする。

家 庭 論文

⑥海外教育研究
外国での短期間の生活を通じて，その国の教育の実態及びその背景をなす文化に直接触

れさせ，自国とは異なる教育の制度・内容等の理解の深化を図り，教育者として必要とさ
れる広い視野や高い識見及び豊かな人間性の育成を図ることを目的としています。

1 実施時期 ９月中旬から下旬の約９日間（夏期休業期間中を予定）
2 実施場所 「韓国」，「中国」，「イギリス」，「オーストラリア」，「カナダ」，

「アメリカ」，のうちいずれか
3 授業科目 「海外教育研究」（２単位：人間教育学関連科目・異文化理解）
現地では，協定大学等の協力を得て，小学校及び中学校等の授業参観ができるほか，

現地学生等との交流を図ることができます。

８ 履修の手続等
本学では，学生の履修及び成績に関する処理を電算処理で行っています。
履修登録，履修取消し及び履修上の必要な手続きは，次の事項に従い変更等のないよう計画

を立ててください。
(1) 履修登録票

当該年度に履修しようとするすべての授業科目及び必要事項を「履修登録票」に記入し，
教育支援課に提出してください。登録が無いと授業に出ていても成績が記録されません。

提出期限は，毎年４月下旬になります。
(2) 聴講票

前期及び通年の授業科目については，「聴講票」に必要事項を記入し，開講と同時に授業
担当教員に提出してください。

この聴講票は，受講者一覧ができるまでの間，授業担当教員が受講者を確認するために使
用するものです。

なお，後期から開講される授業科目及び非常勤講師による集中講義科目については，聴講
票を提出する必要はありません。

(3) 履修申告一覧表
提出された「履修登録票」に基づき「履修申告一覧表」を作成しますので，必ず履修登録

の確認を行ってください。
なお，「履修申告一覧表」の確認の時期等については掲示により周知します。



- 6 -

(4) 聴講追加・取消票
やむを得ない理由で学期の途中で履修を追加・取り消す場合は，「聴講追加票」・「聴講

取消票」（用紙は教育支援課窓口）に必要事項を記入の上，上段は授業担当教員に，下段は
授業担当教員が押印又は署名したものを教育支援課に，それぞれ速やかに提出してください。
ただし，後期開講科目を後期開始前に追加又は取り消す場合は，上下段とも教育支援課へ提
出してください。（非常勤講師による集中講義科目は，授業期間前に限り，下段のみを提出
してください。）

なお，当該授業科目の期末試験終了後は取り消すことができませんので注意してください。

９ 他の大学等で修得した単位の認定
次の方法により修得した単位等については，本学の授業科目の履修とみなし単位を与えるこ

とができることとなっています。
① ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣ及び実用英語技能検定で一定の成績を取得した場合。(P97)
② 本学に入学する前に本学の学部若しくは他の大学若しくは短期大学又は在学中に他の大

学等において，授業科目の履修により修得した単位
③ 本学の学部の学生が入学前又は在学中に行った学修
なお，既修得単位等の申請時期は次のとおりです。
① 入学前の既修得単位等は，入学した年度の４月末日
② 在学中の既修得単位等は，修得した月の翌月末日

１０ 履修上の一般的留意事項
年間を通した履修計画の検討及び履修登録等の提出に当たっては，次の事項について留意し

てください。
授業科目の選択にあたっては，クラス担当教員の指導を受けて履修計画を立ててください。(1)
ブリッジ科目Ⅱ及び専門科目については，所属する専修・コース（専攻する分野）の科目(2)

を履修しなければなりませんので注意してください。
卒業要件及び免許状取得要件には，十分に注意してください。(3)
授業科目の履修の変更は，原則としてできません。(4)
同一の曜日の同一時限に，複数の授業科目を履修することはできません。(5)
授業科目は，標準履修年次を示して開講するので，原則としてその当該年次において履修(6)

してください。なお，上級年次の授業科目は履修できません。
授業科目によっては，隔年開講や受講制限をする場合があります。(7)
非常勤講師による授業科目は，講師の都合により変更等があるので，支障のないように履(8)

修計画を立ててください。
履修方法が「自由」と規定されている科目は，卒業時の修得総単位数には含まれますが，(9)

卒業要件単位１２８単位の中に含まれません。

１１ 修学上の注意事項
疾病その他特別の理由により引き続き２か月以上修学することができない者は，休学を願(1)

い出ることができます。この場合，休学期間は在学年数に算入されません。
休学期間中にその事由が消滅した場合は，許可を得て復学することができます。(2)
学生が退学しようとするときは，許可を受けなければなりません。(3)
休学，退学等に関してはクラス担当教員に相談するとともに，事前に教育支援課へ連絡し(4)

てください。

１２ 教育職員免許状の取得
本学の卒業要件を充たすことにより，次の教員の免許状を取得する所要資格が得られま(1)

す。
専 修 名 教 員 免 許 状 の 種 類

学 校 教 育 専 修 小学校教諭一種免許状
幼 児 教 育 専 修 小学校教諭一種免許状及び幼稚園教諭一種免許状
教科・領域教育専修 小学校教諭一種免許状

所要資格については各専修・コースごとに示す履修の基準，別表１「卒業要件科目，単位(2)
数」(P12)，別表２「授業科目，単位数，標準履修年次等」(P15)に基づいて単位を修得する
ことにより，取得することができます。

「中学校及び高等学校教諭免許状」の取得，又は学校教育専修及び教科・領域教育専修の(3)
学生で「幼稚園教諭免許状」の取得は，別表１「卒業要件科目，単位数」(P12)及び別表３

「教育職員免状取得所要単位数等」(P41)に基づいて単位を修得することにより，次の免許状
を取得する所要資格が得られます。
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専 修 名 教 員 免 許 状 の 種 類
中学校教諭一種免許状（国語，社会，数学，理科，音楽，

学 校 教 育 専 修 美術，保健体育，保健，技術，家庭，英語）
幼 児 教 育 専 修 高等学校教諭一種免許状（国語，地理歴史，公民，数学，
教科・領域教育専修 理科，音楽，美術，工芸，保健体育，保健，家庭，英語）

幼稚園教諭一種免許状
ただし，上記免許状の取得については，授業時間割の制約上あるいは各専修・コースの指

導により，希望する免許状の所要単位がすべて修得できるとは限らないので，履修計画にあ
たっては十分注意してください。

免許状を取得する所要資格の修得にあたっては，次の事項について留意してください。(4)
① 教育職員免許法施行規則第６条で定められている教職に関する科目については，本学の

教育課程は免許法との関係を考え，履修規程で必修とされている授業科目を履修すること
によって，免許状の種類ごとに定められた単位数を別々に充たす必要がないように編成さ
れています。

② 保育内容に関する科目については，取得する幼稚園教諭の免許状ごとに定められた単位
数を修得しなければなりませんが，幼児教育専修の学生並びに幼稚園教諭一種免許状取得
希望者は，保育内容の全分野にわたって単位を修得することが望ましいです。

③ 教育職員免許法施行規則で定められている中学校，高等学校教諭の免許状の授与を受け
る場合の教育課程及び指導法に関する科目の各教科の指導法は，各専修・コースごとに開
設されている「各中等教科指導法（○○）」等をもって充てます。

④ 教育職員免許法施行規則第６条の２で定められている教科又は教職に関する科目につい
ては，特に中学校，高等学校教諭の免許状の授与を受ける場合に注意してください。

⑤ 履修方法が「自由」と規定されている科目には，中学校，高等学校教諭の免許状を取得
希望の者は，必ず修得しなければならないものがあります。

１３ 介護等体験
小学校又は中学校の教員の免許状を取得するには，介護等の体験を行わなければなりませ

ん。
① 特殊教育諸学校（盲，聾，養護学校）２日間及び社会福祉施設５日間の計７日間の介護

等の体験を行います。特殊教育諸学校は１年次，社会福祉施設は２年次に実施します。
② 内容は障害者，高齢者等の介護，介助のほか，障害者等の話相手，散歩の付き添いなど

の交流等の体験，掃除や洗濯など障害者等と直接接しなくとも受入れ施設の職員に必要と
される業務の補助などです。

③ 介護等の体験には，賠償責任保険の加入が必要です。
④ この であり，行った各施設等から発行された

を提出します。

１４ オフィス・アワー
オフィス・アワーとは，各教員が研究室等に在室して履修相談や授業に関する質問等に答え

ることが出来るよう設定された時間帯です。
その時間等については「上越教育大学電子シラバス」を参照してください。

１５ 保育士の資格取得
本学は，養成定員２０人の指定保育士養成施設として認可されており，保育実習を含む定め

られた科目を７９単位以上取得することで，保育士となる資格が得られます。
幼児教育を学ぶ意志があり，かつ幼稚園教諭一種免許状の取得を希望する学生で保育士の資

格を取得しようとする学生は，入学した年度の２月末日正午までに，所定の様式により教育支
援課まで申請しなければなりません。
定められた科目は次のとおりです。

単位数・ 履修単位数 履修
授業方法 必修 選 択 年次

系列 授 業 科 目

保理 社会福祉Ⅰ Ｌ２ ２ ２
育解 社会福祉Ⅱ Ｓ２ ２ ２
のに 子どもの福祉 Ｌ２ ２ ３
本関 教育と保育の原理 Ｌ２ ２ ３
質す 子どもの教育・保育概論 Ｌ２ ２ ２
・る 幼児・障害児教育原理 Ｌ２ ２ ２
目科 教育本質論 Ｌ２ ２ ２
的目 子どもの生活と環境 Ｌ２ ３
の 子どもの発達支援方法論演習 Ｓ２ ３
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保 発達心理学 Ｌ２ ２ ２
育 教育心理学概論 Ｌ２ ２ ２
の 保育学 Ｌ２ ２ ２
対 保育学実習 Ｐ１ １ ２
象 乳幼児の健康 Ｌ２ ２ ３
の 食科学Ｂ Ｌ２ ２ ２
理 学校健康教育Ｃ（小児保健・精 Ｌ２ ２ ４
解 神保健を含む。）
に 家族関係Ⅰ Ｌ１ １ ２
関 家族関係Ⅱ Ｌ１ １ ３
す 子どもの表現と伝達 Ｌ２ ３
る 心理学実験 Ｐ２ ３
科 心理学演習 Ｓ２ ２
目 衛生学・公衆衛生学 Ｌ２ 左記の ２

食科学ＡⅠ Ｌ２ 必修科目 ２
子どもの心理・発達概論 Ｌ２ を除い ２
子どもの心理と行動 Ｌ２ て， ３

保に 保育・音楽表現の指導法 Ｓ２ ２ １７単 ２
育関 保育・造形表現の指導法 Ｓ２ ２ 位以上 ２
のす 保育・言葉の指導法 Ｓ２ ２ ２
内る 保育・健康の指導法 Ｓ２ ２ ２
容科 保育・人間関係の指導法 Ｓ２ ２ ２
・目 保育・環境の指導法 Ｓ２ ２ ２
方 家庭の教育と育児 Ｌ２ ２ ３
法 障害児保育 Ｓ２ ２ ２
の 養護内容 Ｓ２ ２ ２
理 保育の心理と行動 Ｓ２ ２
解 子どもの保育・表現概論 Ｌ２ ２
基礎 初等音楽科指導法 Ｌ１Ｓ１ ２ ３
技能 図画工作科指導法 Ｌ１Ｓ１ ２ ３

初等体育科指導法 Ｌ１Ｓ１ ２ ３
総合・生活 Ｌ２ １
音楽 Ｐ２ １
図画工作 Ｓ２ １
スポーツ実践 Ｐ２ １
教育実地研究Ⅰ（観察・参加） Ｌ0.5Ｐ1.5 １・

２
幼稚園専修教育実習 Ｐ２ ４
音楽表現の基礎 Ｐ１ ２
身体表現の基礎 Ｐ１ ２
幼児の音楽的表現 Ｌ２ ３

保育 保育実習Ⅰ Ｐ３ ３ ２
実習 保育実習Ⅱ Ｐ２ ２ ２

保育実習Ⅲ Ｐ２ ４
保育実習Ⅳ Ｐ２ ４

２単位
以上

総合演習（子どもの心と教育） Ｓ２ ２ ２
保育士資格取得に係る科目合計 ７９単位以上

※ 上記に掲げる授業科目の他に教養科目に開設されている次の授業科目を履修すること。
(1) 人間教育学セミナーⅠ，人間教育学セミナーⅡ（総合演習（子どもの心と教育）は除
く。），体験学習，異文化理解（外国語関係科目は除く。），日本国憲法，情報及び表現の
授業科目のうちから，６単位以上。

(2) 異文化理解（コミュニケーション英語ＡⅠ，コミュニケーション英語ＡⅡ，コミュニケー
ション英語ＢⅠ，コミュニケーション英語ＢⅡ，コミュニケーション英語ＣⅠ，コミュニケ
ーション英語ＣⅡ）の授業科目のうちから，２単位。

(3) ブリッジ科目Ⅰ（体育）の授業科目を２単位。

１６ 学芸員の資格取得
(1) 学芸員の職務

博物館法に基づく博物館の専門的職員であり，博物館資料の収集，保管，展示及び調査研
究，その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる者をいいます。
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(2) 学芸員の資格
学士の学位を有する者で，大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位

を修得した者は，学芸員となる資格が得られます。
(3) 博物館に関する科目及び単位

文部科学省令の規定により，大学において修得すべき博物館に関する科目の単位と，本学
で開講されている授業科目との関係は，次のとおりです。
文部科学省令で定める博物館に関する科目 左 記 に 相 当 す る 授 業 科 目

科 目 名 単 位 授 業 科 目 名 単位
生涯学習概論 １ 生涯学習概論Ａ ２
博物館概論 ２ 博物館概論 ２
博物館経営論 １

博物館経営・情報論 ２
博物館情報論 １
博物館資料論 ２ 博物館資料論 ２
博物館実習 ３ 博物館実習 ３
視聴覚教育メディア論 １ 教育工学 ２
教育学概論 １ 教育本質論 ２

計 １２ 計 １５
注)「博物館実習」の履修に際しては，事前に「博物館概論」，「博物館経営・情報論」及
び「博物館資料論」のうちから，最低２科目を履修してください。

１７ 社会教育主事の資格取得
(1) 社会教育主事の職務

社会教育法に基づく社会教育の専門的職員であり，学校の教育課程として行われる教育活
動を除き，主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体育及びレクリエ
ーションの活動を含む。），その他これと関連するものについての専門的事項をつかさどる
者をいいます。

(2) 社会教育主事の資格
大学に２年以上在学して，６２単位以上を修得し，かつ，大学において文部科学省令で定

める社会教育に関する科目の単位を修得した者で，１年以上社会教育主事補の職にあったも
のが社会教育主事となる資格が得られます。

(3) 社会教育主事に関する科目及び単位
文部科学省令の規定により，大学において修得すべき社会教育主事に関する科目の単位と，

本学で開講されている授業科目との関係は，次のとおりです。
文部科学省令で定める社会教育に関する科目 左 記 に 相 当 す る 授 業 科 目

科 目 名 単 位 授 業 科 目 名 単位
生涯学習概論Ａ ２

４ 生涯学習概論Ｂ ２
生涯学習概論

社会教育計画Ａ ２
４ 社会教育計画Ｂ ２

社会教育計画

社会教育演習，社会教育実習又は社 社会教育演習Ⅰ ２
４会教育課題研究のうち１以上の科目 社会教育演習Ⅱ ２

社会教育特講Ⅰ 総合演習（多文化社会論） ２
社 （現代社会と社会教育） 教育社会学 ２
会 現代社会と学校 ２
教 社会教育特講Ⅱ 博物館概論 ２
育 （社会教育活動・事業・施設） 博物館経営・情報論 ２
特 博物館資料論 ２
講 総合演習（芸術社会教育論） ２

体験学習 ２

（

Ⅰ ボランティア体験 １
・ １２ 教育工学 ２
Ⅱ 教育方法学 ２
・ 人権と教育行政 ２
Ⅲ 歴史・民俗資料演習 ２
に 社会教育特講Ⅲ 総合演習（子どもの心と教育） ２
わ （その他必要な科目） 総合演習（自然と人間） ２
た 総合演習（自然環境） ２
り 児童心理学 ２
履 青年心理学 ２
修 発達心理学 ２

教育と法規 ２

）
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社会心理学 ２
現代子ども論 ２
野外体験演習 ２
個性の心理学 ２
子どもの生活と環境 ２
子どもの心理・発達概論 ２
比較教育改革史 ２
教育本質論 ２
人権・同和教育 ２
道徳の指導法 ２
体育心理学 ２
教育情報学 ２
宗教学概説 ２
倫理学概説 ２
哲学概説 ２
地域調査法Ａ ２
地域調査法Ｂ ２
地域調査法Ｃ ２
地図と地誌 ２
生活と音楽 ２
野外運動Ａ（スキー） １
野外運動Ｂ（カヌー） １
家族関係Ⅰ １
家族関係Ⅱ １
いのちのネットワーク論 ２
保育学 ２

計 ２４
注)「社会教育演習Ⅰ」の履修に際しては，事前に「社会教育計画Ａ」を，「社会教育演習
Ⅱ」の履修に際しては，事前に「社会教育計画Ｂ」を履修してください。

１８ 学校図書館司書教諭の資格取得
(1) 学校図書館司書教諭の職務

学校図書館司書教諭とは，小学校・中学校・高等学校等に設置されている学校図書館にお
いて，学校教育に必要な資料を収集・保存して，児童又は生徒及び教員の利用に供すること
によって教育課程の展開に寄与するとともに，児童又は生徒の健全な教養を育成することを
目的とする専門的職務に従事する教員をいいます。

なお，一般図書館の司書とは異なります。
(2) 学校図書館司書教諭の資格

大学等の教育機関で実施される「学校図書館司書教諭講習」を受講し，文部科学省令に定
める単位を修得した者に資格が与えられます。この講習は，教諭普通免許状を有する者の他，
大学に２年以上在学する学生で６２単位以上修得した者も受講することができます。

また，大学で学校図書館に関する科目の全部又は一部を修得した者は，この講習に申し込
むことにより，修得済科目の講習を受けなくても資格を得ることができます。

なお，講習修了者には文部科学省から修了証書が授与されます。
(3) 学校図書館司書教諭に関する科目及び単位

文部科学省令に定められている学校図書館に関する科目と，本学で開講されている授業科
目との関係は，次のとおりです。

文部科学省令で定める学校図書館に関する科目 左 記 に 相 当 す る 授 業 科 目
科 目 名 単位 授 業 科 目 単位

学校経営と学校図書館 ２ 学校経営と学校図書館 ２
学校図書館メディアの構成 ２ 学校図書館メディアの構成 ２
学習指導と学校図書館 ２ 学習指導と学校図書館 ２
読書と豊かな人間性 ２ 読書と豊かな人間性 ２
情報メディアの活用 ２ 情報メディアの活用 ２

計 １０ 計 １０

１９ 派遣学生
本学の学生で，長岡技術科学大学及び放送大学の授業科目を履修希望する者は，派遣学生と

して履修並びに単位を修得することができます。
取得した単位は，本学で取得したものとして認定しますが，放送大学の一部科目を除き区分

は自由科目となり免許及び卒業要件にはなりません。
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この制度による派遣学生の募集は，それぞれの大学の開講時期毎に行い掲示により案内しま
す。
詳細については「上越教育大学派遣学生及び特別聴講学生規則」(P82)，「上越教育大学派

遣学生及び特別聴講学生取扱細則」(P84)参照。

２０ 海外留学
海外留学については，「日本国政府の奨学金によるもの」，「外国政府等の奨学金による(1)

もの」，「民間団体の奨学金によるもの」及び「自費（私費）によるもの」などの制度があ
り，現在本学の学生が留学しているのは，「短期留学推進制度（派遣）」によるものです。

この制度は，国立大学の学生を対象に国費により奨学金を支給して外国の協定大学等に留(2)
学させることにより，国立大学と諸外国の大学との留学生交流の一層の拡充を図り，相互の
教育，研究水準の向上に資するとともに，各国の相互理解と友好親善を推進することを目的
とするものです。

学内における選考は，英語等の会話・読解・作文及び面接並びに学内成績によります。(3)
なお，留学を希望する学生はＴＯＥＦＬを受験しておくことが望ましいです。
海外留学を希望する学生は，１年次から行先等を検討し，語学力についても十分な訓練を(4)

行ってください。
各制度による派遣留学生の募集は，その都度掲示により行います。(5)

科目等履修生・研究生２１
(1) 科目等履修生

卒業後，特定の授業科目の履修を希望する者は，選考を受け，科目等履修生として入学す
ることができます。

出願書類，選考等の詳細については「上越教育大学科目等履修生規則」(P.88)を参考にし
てください。

(2) 研究生
卒業後，特定の専門事項について研究することを希望する者は，選考を受け，研究生とし

て入学することができます。
出願書類，選考等の詳細については「上越教育大学研究生規則」(P.89)を参考にしてくだ

さい。



９－１－４

専修・コース（分野）分け業務の取扱いについて

平成１６年８月２７日開催
第 ５ 回 教 務 委 員 会 承 認

１ 専修・コース（分野）分けの基本方針
専修・コース（分野）分けは，１年次学生を対象に２年次進級時に行う。
なお，学生の希望を重視し，かつ専修・コース別標準数並びに分野別上限受入数を

遵守し配属を行う。
また，これによりがたい場合は，１年次必修科目（ 人間教育学セミナー（教職の「

意義 」を除く ）による成績（素点：０～１００）にそれぞれの単位数を乗じた数の） 。
和をもって，配属する学生の優先順位を調整する。

２ 専修・コース別標準数の調整（逸脱）条件
（１）同点者を同じ扱いで，配属する必要が生じた時。

（２）学生希望重視により，配属する必要が生じた時。なお，調整範囲は原則として
１ないし２名とする。

３ 分野別上限受入数について
分野は学生の希望を重視し，かつ専修・コース別標準数を遵守し上限受入数内で配

属調整する。

４ 専修・コース説明会の開催
（１）第１回は，原則として１０月中旬から１１月初旬の間に実施し，専修・コース

（分野）の説明を主体として行う。

（２）第２回は，原則として２月下旬に実施し，本調査の説明及び質疑応答を主体と
して行う。

５ １年次学生の成績（素点）の周知
成績（素点）票を，第１回専修・コース説明会並びに第２回同説明会で配付し周知

する。

６ 専修・コース（分野）の配属調査の実施
（１）第１回は，４月の新入生オリエンテーション時に第２希望までの希望調査票を

配付し実施する。
なお，第１希望の集計結果等を専修・コース別に公表する。

（２）第２回は，第１回専修・コース説明会時に第２希望までの予備調査票を配付し
実施する。
なお，第１希望の集計結果等を専修・コース（分野）別に公表する。

（３）第３回は，第２回専修・コース説明会時に第１希望のみの本調査票を配付し実
施する。

また，専修・コース別の標準数並びに分野別の上限受入数により第１希望で配
属できない者について，配属可能な全専修・コース（分野）に希望順位を記入す
る本調査票（再）を配付し実施する。

（４）予備調査入力，本調査入力，並びに集計プログラム作成等については教務委員
等によるスタッフを編成し実施する。

７ その他
（１）１年次必修科目の担当教員へ「成績報告書」に素点の記載（提出期限厳守）を

依頼する。
① 学期当初に該当科目の担当教員に文書で依頼する。
② 「成績報告書」依頼時に１年次の評価について文書を盛り込む。

（２）２年次進級時に専修・コース（分野）別オリエンテーションを実施する。

（ ） 。３ この取扱いによらない不測の事態が生じた場合は教務委員長が対応を判断する

kikaku6

kikaku6
別添資料９－１－①－４「専修・コース（分野）分け業務の取扱いについて」



９－１－５

平成１７年度専修・コース分けの実施について

「専修・２年次から所属することとなる専修・コース（分野）を決定するため，

により専修・コース分けを実施する。コース（分野）分け業務の取扱いについて」

実施日程（予定）○

時 期 事 項 備 考

４月 希望（動向）調査の実施 希望調査票

６月 希望（動向）調査結果の発表

各専修・コースの受入学生数の発表

１０月 各分野の受入学生数の発表

前期開講科目の成績通知

第１回専修・コース説明会

予備調査の実施 予備調査票

１１月 予備調査結果の発表

２月 第２回専修・コース説明会

前期・後期・通年開講科目の成績通知

本調査の実施 本調査票

３月 専修・コース（分野）所属の発表

４月 専修・コース（分野）別 ガイダンス

成績評価対象授業科目（人間教育学セミナー（教職の意義）を除く必修科目）○

授 業 科 目 名 単位数

体験学習 ２

スポーツ実践 ２

コミュニケーション英語ＡⅠ １

コミュニケーション英語ＡⅡ １

コミュニケーション英語ＢⅠ １

コミュニケーション英語ＢⅡ １

日本国憲法 ２

教育課程論（総合的学習を含む ） ２。

教育情報基礎演習 ２

教育情報概論 １

表現・人間学基礎論 １

表現・相互行為教育演習 １

表現・状況的教育方法演習 ２

国語（書写を含む ） ２。

社会 ２

算数 ２

理科 ２

総合・生活 ２

音楽 ２

図画工作 ２

体育 ２

家庭 ２

計 ３７
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９－１－６

平成１７年度第１回専修・コース（分野）説明会
及び保育士資格取得説明会実施要領

日 時 平成１７年１１月９日（水） １４：３０～１７：００

場 所 講義棟２０２教室

対 象 学部１年次

内 容

１ 平成１７年度専修・コース（分野）分けについて（１４：３０～１４：４５）

川崎 教務委員会委員長

・本日の説明会の趣旨

米山 専修・コース（分野）分け専門部会長

・配付物の説明

・今後の日程等

２ 各専修・コース（分野）の説明 （１４：４５～１６：００）

１４分野等の代表者（１分野等あたり５分程度）

説明の順番（家庭→技術→保健体育→美術→音楽→ … →学習臨床）

・分野等の特色・他分野等との相違点

・就職状況

・分野等内の行事等

３ 各専修・コース（分野）個別の質問時間 （１６：００～１６：３０）

講２０２教室内（分野名を表示する）

なお，各分野等の説明者は，室内に待機し個別の質問時間

に対応する。

４ 保育士資格取得について （１６：３０～１７：００）希望者のみ

川崎 保育士資格運営部会長 保育士資格取得希望学生の選考

木村 保育実習専門部会長 保育実習の内容 他

配付物 ・平成１７年度第１回専修・コース（分野）説明会について

・平成１７年度専修・コース（分野）分け等日程

・各専修・コース（分野）の案内

・専修・コース（分野）の予備調査票

・平成１７年度第１年次前期成績（素点）票

・平成１７年度第１年次前期成績（総点）の総合分布グラフ

・専修・コース（分野）分け希望調査集計表（４月の動向調査結果）

・保育実習計画

（ 履修の手引」を各自に持参させる）「
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９－１－７

平成１７年度第２回専修・コース分け説明会
（終了後，保育士資格取得説明会）

日 時 平成１８年２月２１日（火） １３：３０～１４：３０

場 所 講義棟３０１教室

配付物 ○専修・コース（分野）の本調査票

○（表面）平成１７年度１年次生前期・後期成績（換算点）票

（裏面）平成１７年度１年次生成績（換算点）の総点分布グラフ

○保育士資格取得希望申請書

○保育士資格取得のための履修表

１ 専修・コース（分野）分けの本調査の実施について

・第１希望を本調査票（上半分）により提出

（ に教育支援課へ）２月２２日（水）正午まで

・連絡先の記入の際は、必ず連絡がとれる電話番号を記入

・成績票、分布グラフの説明

・今後の日程等

２月２８日（火） ９：００～１１：００

調整の必要な学生への通知（電話連絡）

２月２８日（火）１４：００ 再調査票の配付

３月１４日（火） 所属を通知（掲示）

４月１１日（火）１３：１５ 所属専修・コース（分野）毎にガイダンス

２ 保育士資格取得について（希望者のみ）

・希望者は，専修・コース（分野）の本調査票提出時に「保育士資格取得希望

申請書」をあわせて提出（ に教育支援課へ）２月２２日（水）正午まで

・保育士資格取得のために必要な科目について

平成１７年度入学者用履修の手引に記載の履修科目との変更点を中心に説明

・選考の結果は，３月１４日の専修・コース分けの所属決定時に発表

kikaku6

kikaku6
別添資料９－１－①－７「平成17年度第２回専修・コース分け説明会」



９－１－８

平成１７年度教育職員免許取得プログラム

（指導教員等打合せ資料）

平成１７年４月７日

kikaku6

kikaku6
別添資料９－１－②－１「平成17年度教育職員免許取得プログラム（指導教員等打合せ資料）平成17年4月7日」



- 1 -

平成１７年度教育職員免許取得プログラムの履修指導体制

特 別 担 当 教 員

連携

【メンバー】

◎青木，濁川，松沢，松井，浅野 教

【所掌】

・プログラムのマネージメント（指導・相談・助言等） 務

・指導教員及び教育支援課を総括

委

員

指導・相談・助言等

会

指 導 教 員 教 育 支 援 課

（定まるまで，連絡担当教員） 教

【メンバー】 【メンバー】 務

想定される教員 連携 ◎教務支援係，教務情報係，教育実 全

（専門セミナー担当教員，学位論文 習係 般

指導教員） 【所掌】 に

【所掌】 ・修学指導，教員免許指導 関

・修学指導，教員免許指導 ・授業科目運営 す

・研究指導 ・各種証明書 事

・その他修学内容等 ・その他履修計画等 項

相談・指導・助言

免 許 プ ロ グ ラ ム 受 講 生
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指導教員（連絡担当教員）一覧

所 属 人数 指導教員 連絡担当教員 備 考

学習臨床 １９ 未定 川 村 知 行

西 川 純

発達臨床 ９ 未定 三 村 ・ 男

内 藤 美 加

幼児教育 ３ 未定 大 山 美和子

障害児教育 １９ 未定 我 妻 敏 博

国語 ４ 未定 渡 部 洋一郎

英語 ２ 齋 藤 九 一 石 濱 博 之

社会 ５ 未定 佐 藤 芳 德

数学 ３ 未定 溝 上 武 實

理科 ８ 未定 小 林 辰 至

音楽 ３ 未定 池 田 操

美術 ２ 未定 西 村 俊 夫

保健体育 ８ 未定 加 藤 泰 樹

家庭 ５ 未定 佐 藤 悦 子

注）受講者一覧（平成１７年３月２２日現在）は，別紙のとおりである。
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教育職員免許取得プログラムの実施に伴う承認事項等

○長期履修及び教育職員免許取得プログラムの運用方針について

平 成 1 6年 1 1月 1 0日

第12回教育研究評議会

１．上越教育大学学校教育研究科長期履修学生

申請資格について 「職業を有する等」とは

① 主たる生計を維持するため職業に就いている

② 疾病等のため，毎日の通学が困難

③ 家族の介護等のため，毎日の通学が困難

④ その他，特に学長が認めた事由

２．上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム

受講の中止について 「３年の受講期間を２年で終了する」には

① 大学院の修了要件を満たすことが必要（この判断は，

。）専門セミナー担当教員及び学位論文指導教員が行う

② 変更の申請を，２年次の９月末とする

③ 学位論文題目届の提出期限及び長期履修期間の変更期

限を変更する

履修指導について 時期及び担当者

① 特別担当教員の配置

② 受講者毎に指導教員を置く

（指導教員が決まるまでの間，連絡担当教員を置く）

③ 免許種毎に履修計画（開設授業科目一覧）を作成

④ 入学手続き後，受講者の所有免許・修得済み単位を確

認し必要科目を決定

⑤ 入学後，履修指導

⑥ 年度末に取得単位を確認し，次年度の履修科目を決定

○第６時限の設置（平成16年12月８日第11回教務委員会承認）

設置要因：教育職員免許取得プログラムの導入に伴い，学部学生と一緒に受講させるこ

とに支障が見込まれる場合に対応するものであり，集中講義期間とは別に時間

帯を設ける。

変更後 時限 授業開始・終了時刻

第１時限 ８時４０分 ～ １０時１０分

第２時限 １０時２０分 ～ １１時５０分

第３時限 １３時００分 ～ １４時３０分

第４時限 １４時４０分 ～ １６時１０分

第５時限 １６時２０分 ～ １７時５０分

第６時限 １８時００分 ～ １９時３０分

注）本件については，周知徹底から４月27日教授会に報告する。
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履修計画年

区 分 免 許 要 件 区 分 履修計
画年

人 人間教 人間教育学セミナーⅠ 教職の意義等 教職の意義等に ・教職の意義及び教員の役割 １
間 育学セ に関する科目 関する科目 ・教員の職務内容（研修，服務及び身分保
教 ミナー 障等を含む ）。
育 ・進路選択に資する各種の機会の提供等
学
関 人間教育学セミナーⅡ 総合演習 総合演習 ３
連
科 実 体験学習 教科又は教職に関する科目 １
目 践

的 スポーツ実践 体育 １
人
間 観察・参加実習 教育実習 １
理
解 異文化理解 外国語コミュニケーション １
科
目 憲法と教育 日本国憲法 １

基 教 教育の理念並びに教育に関する歴史 教育の基礎理論 ・教育の理念並びに教育に関する歴史及び ３
礎 育 及び思想 に関する科目 思想
的 の
人 基 幼児，児童及び生徒の心身の発達及 ・幼児，児童及び生徒の心身の発達及び学 ３
間 礎 び学習の過程 習の過程（障害のある幼児，児童及び生

。）形 理 徒の心身の発達及び学習の過程を含む
成 論
科 教育に関する社会的，制度的又は経 ・教育に関する社会的，制度的又は経営的 ３
目 営的事項 事項

教育課程の意義及び編成の方法 教育課程及び指 ・教育課程の意義及び編成の方法 １
導法に関する科
目

指論 道徳の指導法 教育課程及び指 ・道徳の指導法 １
導 導法に関する科
法 特別活動の指導法 目 ・特別活動の指導法 １
の
基 教育の方法及び技術 ・教育の方法及び技術（情報機器及び教材 ３
礎 の活用を含む ）。
理

保育内容の指導法 ・保育内容の指導法 ３

相互コミュニ 情 報 情報機器の操作 １
ケーション科
目 表 現

ブリ ブリッジ科目Ⅰ 教科に関する科目 教科に関する科目 １～３
ッジ
科目 ブリッジ科目Ⅱ

教 各教科の指導法 教育課程及び指 ・各教科の指導法 ２
育 導法に関する科
実 目
践
科 ガイダン 生徒指導の理論及び方法 生徒指導，教育 ・生徒指導の理論及び方法 ２
目 ス 相談及び進路指

教育相談（カウンセリング）の理論 導等に関する科 ・教育相談（カウンセリングに関する基礎 ２
及び方法 目 的な知識を含む ）の理論及び方法。

進路指導の理論及び方法 ・進路指導の理論及び方法 ２

幼児理解の理論及び方法 ・幼児理解の理論及び方法

教育実習 教育実習 １～２

専 専門科目 教科に関する科目 １～３
門
科 専門セミナー
目

実践セミナー

卒業研究

教科に関する科目 科目から合わせて 教科又は教職に関する科目 １～３

教職に関する科目

注）平成17年３月22日第19回教授会審議（承認）
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履修上の留意事項

１ 教育実習関係

・無免許の学生の場合

①「教育実地研究Ⅰ（観察・参加 （９月12日～16日実施）を受講）」

講義 ３限

事前：９月 ７日（水）講202 or 講301

事後：９月２１日（水）講202 or 講301

注）小学校又は中学校の教員の免許状を取得するには，介護等体験を行わなけれ

ばならない。介護等体験を行う学生は 「障害児教育概論Ⅰ」を１年次に履修，

すること。

②「ブリッジ科目Ⅰ ：１年次の履修が望ましい （１～３年次履修可能）」 。

③「教育実地研究Ⅱ（授業基礎研究 ：１年次後期に履修。）」

④「教育実地研究Ⅱ（授業基礎研究 ：２年次前期に履修。）」

⑤「各教科の指導法 ：２年次前期に履修。」

⑥「初等教育実習 ：２年次に分離方式で履修。」

⑦「中等教育実習 ：２年次，３年次に履修。」

⑧「介護等体験（施設実習 ：２年次夏期休業期間等に実施 （１年次の特殊教育）」 。

諸学校観察参加は，介護等体験の「養護学校実習２日間」を兼ねている ）。

注）教育実習については，後日オリエンテーションを実施する予定。

２ 免許要件上，必修科目は必ず履修すること。

３ 教員養成として，免許要件科目だけでなく，学修内容の豊富化から他の科目も履修す

ること。
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今後のスケジュール（予定）

１ ４月11日（月）17:00～：オリエンテーション（講２０１）

資料に基づく全体説明

①プログラムの概要説明

②指導教員（連絡担当教員）等の紹介

③履修登録までのスケジュール及び手続方法

④最終決定調査（受講希望の有無及び取得希望免許 （様式略））

注：各講座・分野の指導後とし，４月２２日まで提出

⑤所有（見込）免許状及び免許用の基礎資格単位証明書の提出（未提出のみ）

２ ４月12日（火）午後：オリエンテーション

障害のある大学院学生に対し，資料に基づき全体説明

３ ４月12日～27日まで

・各講座・分野における修学指導

・教育支援課に専用窓口（ブース）を設置し，個別相談体制をとる。

・各講座・分野別の指導において説明に出向く （後日日程調整）。

４ ４月27日（金 ：履修登録期限）

５ ５月上旬：指導教員全体説明会（予定）

注：指導教員が決定した後に実施
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学内関係規則等

（抜粋）○国立大学法人上越教育大学学則

（長期にわたる教育課程の履修）

職業を有している等の事情により，第66条本文に規定する標準修業年限を超え第７５条

て一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し修了することを希望する者ついては，

審査の上，その計画的な履修を認めることができる。

２ 前項の教育課程の履修について必要な事項は，別に定める。

（抜粋）○上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程

（授業科目名，単位数，必修・選択等の区分等）

授業科目の区分に属する授業科目名及び単位数，必修・選択等については，別表第６条

第３に掲げるとおりとする。

学生のうち，教育職員免許状の取得の所要資格を得させるためのプログラム第６条の２

（以下「教育職員免許取得プログラム」という ）の受講を許可された者は，学校教育。

学部において開設する授業科目を履修することができる。

２ 教育職員免許取得プログラムについて必要な事項は，別に定める。

３ 前２項の規定により授業科目を履修し，当該授業科目の試験に合格した者には，所定

の単位を与える。ただし，修得した単位は，学則第79条第１項に規定する修了要件の単

位数には含めない。

（研究指導）

学生には，研究指導を担当する指導教員を定めるものとする。第７条

（研究題目及び履修登録）

学生は，入学後速やかに指導教員の指導を受けて，その研究題目を決定しなけれ第８条

ばならない。

２ 学生は，前項によるもののほか，毎年度始めに当該年度内に履修しようとする授業科

目を履修登録票に記入し，所定の期日までに学務部教育支援課に提出しなければならな

い。
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○上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱要項

（趣旨）

１ この要項は，国立大学法人上越教育大学学則（平成16年学則第１号）第75条第２項の

規定に基づき，大学院学校教育研究科学生のうち，職業を有している等の事情により３

年間にわたり計画的に教育課程を履修する者（以下「長期履修学生」という ）に関し。

必要な事項を定める。

（申請資格）

２ 長期履修学生として申請する資格は，次の各号のいずれかに該当する者（以下「申請

者」という ）とする。。

(1) 大学院学校教育研究科（以下「大学院」という ）の入学者選抜試験に出願した者。

で，次のいずれかに該当する者

ア 主たる生計を維持するため職業に就いている者

イ 疾病等のため，毎日の通学が困難な者

ウ その他学長が認めた事由

(2) 上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程（平成16年規程第72号）第６条の２の

規定に定める教育職員免許取得プログラム受講の申請者

（申請）

３ 申請者は，別に定める長期履修申請書を次の各号に掲げる期日までに，学務部教育支

援課（以下「教育支援課」という ）に提出しなければならない。。

(1) 前項第１号による申請者は，当該入学願書出願期間の末日

(2) 前項第２号による申請者は，当該教育職員免許取得プログラム申請期間の末日

（選考及び許可）

４ 前項の申請に基づき，大学院の入学者選抜試験に合格した者のうちから，教務委員会

が申請者の所属予定コース・分野の意見を聞いて書類審査により選考を行い，教授会の

議を経て，学長が許可する。

（履修期間の変更）

５ 長期履修学生が，２年の標準修業年限に変更を希望する場合は，あらかじめ専門セミ

ナー担当教員の承認を得て，別に定める長期履修変更申請書（以下「変更申請書」とい

う ）を教育支援課に提出しなければならない。この場合において，変更申請書の提出。

期限は，２年次の９月30日（その日が休業日に当たるときは，休業日の翌日）までとす

る。

（履修期間の変更許可）

６ 前項の変更申請に基づき，教務委員会において変更の可否を審査し，教授会の議を経

て，学長が許可する。

（事務の処理）

７ 長期履修学生に関する事務は，教育支援課において処理する。

（その他）

８ この要項に定めるもののほか，長期履修学生に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この要項は，平成16年６月16日から施行し，平成17年度入学生から適用する。

附 則

この要項は，平成16年11月17日から施行し，平成17年度入学生から適用する。
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上越教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生申請書

ふりがな □男 受験番号

□女
氏 名

年 月 日生

現住所 〒 －

ＴＥＬ （ ）

志望専攻 第１志望 専攻 コース（ 分野）

・コース 第２志望 専攻 コース（ 分野）

申請資格（該当する欄に記入）

□ 主たる生計を維持するため職業に就いている者

勤務先名

所 在 地

ＴＥＬ （ ）

□ 疾病等のため，毎日の通学が困難な者

具体的な内容

□ その他

具体的な内容
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長期履修変更申請書

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

私は，下記理由により長期履修（３年）を，標準修業年限（２年）に変更したいので，

許可くださるようお願いします。

記

（理由）

専門セミナー

担当教員署名
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○上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム取扱要項

（趣旨）

１ この要項は，上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程（平成16年規程第72号）第

６条の２第２項の規定に基づき，大学院学校教育研究科学生に教育職員免許状の取得の

（ 「 」所要資格を得させることを目的としたプログラム 以下 教育職員免許取得プログラム

という ）の実施に関し必要な事項を定める。。

（他の法令等の関係）

２ 教育職員免許取得プログラム受講者は，長期履修学生制度を利用するものとし，上越

教育大学大学院学校教育研究科長期履修学生取扱要項（平成16年学長裁定）に定めがあ

るものを除き，この要項の定めるところによる。

（申請資格）

３ 教育職員免許取得プログラムの受講を申請することができる者は，大学院学校教育研

究科（以下「大学院」という ）の入学者選抜試験に出願した者（学校教育専攻臨床心。

理学コースを除く ）とする。。

（申請）

４ 教育職員免許取得プログラムの受講を申請する者は，別に定める教育職員免許取得プ

ログラム受講申請書を第２項に規定する入学願書出願期間の末日までに，学務部教育支

援課（以下「教育支援課」という ）に提出しなければならない。。

（選考及び許可）

５ 前項の申請に基づき，大学院の入学者選抜試験に合格した者のうちから，教務委員会

が申請者の所属予定コース・分野の意見を聞いて書類審査により選考を行い，教授会の

議を経て，学長が許可する。

（受講の取消）

６ 教育職員免許取得プログラム受講者は，教育職員免許取得の要件を充足する等の事由

により教育職員免許取得プログラムの受講を取り消することとなった場合は，あらかじ

め専門セミナー担当教員及び学位論文指導教員の承認を得て，別に定める教育職員免許

取得プログラム受講取消申請書（以下「受講取消申請書」という。）を教育支援課に提

出しなければならない。この場合において，受講取消申請書の提出期限は，２年次の９

月30日（その日が休業日に当たるときは，休業日の翌日）までとし，別に定める長期履

修変更申請書を同時に提出するものとする。

（事務の処理）

７ 教育職員免許取得プログラムに関する事務は，教育支援課において処理する。

（その他）

８ この要項に定めるもののほか，教育職員免許取得プログラムの実施に関し必要な事項

は，別に定める。

附 則

この要項は，平成16年６月16日から施行し，平成17年度入学生から適用する。

附 則

この要項は，平成16年11月17日から施行し，平成17年度入学生から適用する。
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上越教育大学大学院学校教育研究科教育職員免許取得プログラム受講申請書

ふりがな □男 受験番号

□女
氏 名

年 月 日生

現住所 〒 －

ＴＥＬ （ ）

志望専攻 第１志望 専攻 コース（ 分野）

・コース 第２志望 専攻 コース（ 分野）

所 有 す る □小学校 □中学校（教科 ）

（見込みを含む） □無

教育職員免許状 □高等学校（教科 ） □幼稚園

取得を希望する □小学校 □中学校（教科 ・ ）

教育職員免許状 □高等学校（教科 ・ ） □幼稚園

教育職員免許状取得後の予定



- 13 -

教育職員免許取得プログラム受講取消申請書

年 月 日

上越教育大学長 殿

所 属

学 年

学籍番号

氏 名

私は，下記理由により教育職員免許取得プログラムの受講を取り消したいので，許可く

ださるようお願いします。

記

（理由）

学 位 論 文

指導教員署名

専門セミナー

担当教員署名
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（抜粋）○上越教育大学学位論文取扱細則

（趣旨）

（論文題目の提出）

論文を提出しようとする者は，別記第１号様式の学位論文題目届を，修了予定年第２条

次の９月30日（その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）

に規定する休日に当たるときはその翌日，土曜日に当たるときはその翌々日。以下期日

を規定した場合において同じ ）正午までに，指導教員の同意を得て，学務部教育支援。

課（以下「教育支援課」という ）に提出するものとする。ただし，修業年限を超えて。

在学する者に係る提出期限については，当該修了予定年次の４月30日正午までとする。

２ 論文の題目を変更する場合は，別記第２号様式の学位論文題目変更届を，修了予定年

次の10月31日正午までに，指導教員の同意を得て教育支援課に提出するものとする。た

だし，修業年限を超えて在学する者に係る提出期限については，当該修了予定年次の５

月31日正午までとする。

（論文の提出）

論文は，別記第３号様式の学位論文審査願に論文１編（正本１通，副本２通）及第３条

び論文の概要３部を添え，修了予定年次の１月10日正午までに教育支援課で受け付けた

ものを，指導教員に提出するものとする。ただし，修業年限を超えて在学する者に係る

論文の提出については，修業年限を超えて在学する年度の７月31日正午までとすること

ができる。

２ 前項の提出期限を過ぎて提出された論文は，疾病又は事故等により特に学校教育研究

科長が認めた場合を除き，受理しない。

３ 論文用紙の規格等は，別記のとおりとする。

附 則

１ この細則は，平成16年11月17日から施行する。

２ 平成16年度以前に大学院学校教育研究科に入学した学生については，この細則による

改正後の上越教育大学学位論文取扱細則にかかわらず，なお従前の例による。



９－１－９

○上越教育大学クラス制度及び学生組織

要項

平成16年４月１日（ ）学 長 裁 定

上越教育大学クラス制度及び学生組織要項

第１ クラス制度

（目的）

１ 上越教育大学（以下「本学」という ）における教員と学生（大学院の学生を除く。。

以下同じ ）及び学生間の交流をとおして，学生個々の修学，就職その他学生生活全般。

にわたる問題を解決することを目的としてクラス制度を設ける。

（クラス編成）

２ クラスは，次の各号により編成するものとする。

(1) １年次においては,学籍番号により振り分けた16クラス

(2) ２年次以降においては，学年別，専修・コース等別

（クラス担当教員）

３ クラスにクラス担当教員１人を置く。

４ クラス担当教員は，学長が各部の意見を聞いて指名する。ただし，１年次のクラス担

当教員は 「人間教育学セミナー（教職の意義 」の授業を担当する教員のうちから学， ）

長が指名する。

５ クラス担当教員は，本学の教育方針及び第１項に規定するクラス制度設置の目的に従

， ， ，い クラス所属学生の意向の把握に努めるとともに 授業担当教員等との連携のもとに

学生の修学，就職その他学生生活に関する事柄について，適切な指導助言を行うことを

任務とする。

（クラスミーティング）

６ クラス担当教員は，年間を通じて，クラスミーティング等を行うことにより，クラス

の全学生が集まる機会をなるべく多く持つように配慮するものとする。

（クラス幹事）

７ クラスに，クラス幹事１人を置く。

８ クラス幹事の選出は，各クラスにおいて選挙等により行うものとする。

９ クラス幹事は，クラス担当教員と連絡をとり，本学における学生の修学その他学生生

活に関する事項についてクラスに伝達し，及び周知させるとともに，クラス内の意向を

とりまとめ，クラス担当教員に連絡し，及び必要に応じ指導助言を受けるものとする。

10 クラス幹事の任務は，１年とする。

第２ クラス会議，クラス代表者会議及び学生代表者会議

（設置）

11 本学に，クラス会議，クラス代表者会議及び学生代表者会議を置く。

（目的等）
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12 クラス会議，クラス代表者会議及び学生代表者会議は，本学における学生の生活の向

上と自主的精神の涵養を図ることを目的とする。

13 クラス会議，クラス代表者会議及び学生代表者会議は，本学の学則その他の学内規則

等に従って活動を行わなければならない。

（クラス会議）

14 クラス会議は，当該クラスの学生をもって組織する。

（クラス代表の選出）

15 クラス代表の選出は，各クラス会議において選挙等により行うものとする。

（クラス会議の招集等）

16 クラス会議は，クラス代表が，必要に応じ招集し，その議長となる。

（クラス会議の届出）

17 クラス会議を開催しようとするときは，クラス担当教員に届け出なければならない。

（議事の決定）

18 クラス会議で議事を決定しようとするときは，構成員の３分の２以上が出席し，過半

数の賛成がなければならない。

（クラス代表者会議）

19 クラス代表者会議は，各クラス代表をもって組織する。

（クラス代表者会議の招集等）

20 クラス代表者会議は，議長１人，副議長１人を選出する。

21 クラス代表者会議は，議長が必要に応じ招集する。

（クラス代表者会議の届出）

22 クラス代表者会議を開催しようとするときは，学生委員会の委員長に届け出なければ

ならない。

（議事の決定）

， ，23 クラス代表者会議で議事を決定しようとするときは 構成員の３分の２以上が出席し

その過半数の賛成がなければならない。

（学生代表者会議）

（ 「 」 。） ， 。24 学生代表者会議 以下 会議 という は 次の各号に掲げる者をもって組織する

(1) 学校教育系，幼児教育系，言語系，社会系の各専修のクラス代表から，それぞれ２

人

(2) 自然系，芸術系，生活・健康系の各専修のクラス代表から，それぞれ４人

(3) 文化系，芸術系，体育系の各課外活動団体の代表から，それぞれ４人

（協議事項）

25 会議は，次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 会議の運営に関すること。

(2) 課外活動に関すること。

(3) 行事に関すること。

(4) その他学生生活に関すること。

26 会議は，学生委員会の承認を経て，その運営に関する必要な細目について定めること

ができる。

（学生代表者会議の招集等）

27 会議は，第29項に規定する委員長が必要に応じ招集する。ただし，委員長が欠けたと

き，又は事故があったときは，委員長が指名する副委員長が招集する。



（議事手続）

28 会議を開催しようとするときは，構成員の３分の２以上が出席し，議事を決定しよう

とするときは，出席者の過半数の賛成がなければならない。

（委員長等）

29 会議に，委員長１人及び副委員長２人を置く。

（委員長等の選出）

30 委員長及び副委員長は，その年度における最初の会議において選出する。

， ， 。31 委員長及び副委員長の選出は 選挙によるものとし 次の各号の定めるところによる

(1) 構成員の３分の２以上の投票によること。

(2) 不在投票及び代理投票は認められないこと。

(3) 構成員の過半数の票を得たものを当選者とすること。ただし，過半数の票を得たも

のがいないときは，決選投票によること。

（任期）

32 委員長及び副委員長の任期は１年とする。

（報告）

33 委員長及び副委員長が選出されたときは，委員長（委員長が欠けたとき，又は事故の

あったときは，副委員長）は，直ちに委員長及び副委員長の氏名を学生委員会の委員長

に報告しなければならない。

（会議の届出）

34 委員長は，会議を開催しようとするときは，学生委員会の委員長に届け出なければな

らない。

（事務の処理）

35 クラス制度及び学生組織に関する事務は，学務部教育支援課及び学生支援課において

処理する。

（その他）

36 この要項に定めるもののほか，この要項の実施に関し必要な事項は，別に定める。

附 則

この要項は，平成16年４月１日から施行する。
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別添資料９－１－③－３「「学生相談」，「学生相談の仕組み」平成17年度学生生活p.45-46」参照」



学 生 相 談 の 仕 組 み
～ 困ったときの学生なんでも相談窓口！ ～

学内関係者・機関等

各 教 員

(オフィス・アワー )

相談を希望す

る学生 クラス担当教員

指導教員

（対象）

学部学生

学生団体顧問教員大学院生

研究生等

（内容） 保健管理センター

カウンセラー修学

アドバイザー生活

健康

心理

プレイスメントプラザ進路就職

経済 （就職支援室）

その他 就職情報・就職支援・

就職相談

セクハラ相談窓口

教 育 支 援 課

履修登録等の授業関係

在学・成績証明、教員

免許、国際交流他

学 生 支 援 課

授業料免除、奨学金

学生宿舎、アパート

部活動、アルバイト

事故届、クラス活動他

その他諸手続き関係は

「学生生活」Ｐ４～

の一覧表を参照

学生なんでも相談窓口

（ ）学生支援課事務室内

◎ 学生相談係

521-3285専用電話
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９－１－１２

（平成１４年９月９日学生委員会了承）

意見箱の設置及び取扱について

１ 設置の目的

学生支援体制の整備の一環として，学生の希望や意見を，適切に大学の運営に反

映させることを目的とする。

２ 設置場所

講義棟３０１講義室脇（Ｅメールでも受付「 ）iken @ juen.ac.jp」

３ 意見箱への投函

意見箱への投函については，様式は定めず適宜の書式とするが，書かれた書面だ

けでは内容が判断できず，不適切な対応となる可能性を考慮し，なるべく記名をお

願いする。

４ 投函内容への対応

， ， ， ， ，( ) 投函された意見については 半月単位で収集し 学長 副学長 学生委員会委員長1
事務局長及び関係部課長等に報告する。

( ) 学生支援課長は，意見等の内容を踏まえ，関係部課等へ回答案を依頼をする。2
( ) 回答案の作成に当たっては，当該部課等は必要に応じ，各委員長に対し委員会での3

審議等を依頼する。

( ) 学生支援課長は関係部課等から提出のあつた回答案（学生への公表案）について，4
決裁を受けたうえで回答する。また，必要に応じて教授会等へ報告する。

（詳細：手続きフローチャート参照）

５ 意見等に対する公表の手続き等

最終回答が決定次第，意見箱付近に投函された意見と共に，下記のことを留意の

うえ回答する。

①個人情報（投函者名を含む）を除いて，可能な限り大学からの対応策等を回答

する。

②個人を誹謗・中傷する意見等は，その個人を特定できないよう要約して回答す

る。

③公序良俗に反すると判断される意見等については，不適切な内容であるため，

対応できない旨回答する。

④セクハラ等，当該意見箱設置により対応を想定している範囲を超えていると判

断されるものは，適切に対処できる部署等へ案件の処理を依頼した上，その旨

を回答する。

６ 掲示期間

原則３ヶ月間とする。
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意見箱投書に対する流れ図

①投書回収 ②供閲（原文のまま）

（ ） （ ， ， ，月２回 学長 担当副学長 学生委員会委員長

事務局長，関係部課長）

②原文のまま。 決裁・指示

検討依頼（原文のまま。但し，必要に応じ関係委員会配付資料時加工要請あり）③

学生支援課長
関 係 部 課 等

（学生支援課）

学 生 へ の 公 表 案 ⑥回答案提出

② の 検 討

質 説明・指示

関係委員会
問 ⑦報告

事

項 報告 副 学 長 ④検討・審議

の ⑤回答案作成
学 生 委 員 長

確
（ 学 生 委 員 会 ）

認

・

精

査 教授会等

報告

⑧掲示により公表

学 生

※担当課 学生支援課

・ 必要応じて

・意見への回答は投書回収後，原則として１ヶ月以内とする。

なお，検討中の場合についてもその旨を公表する。

・教授会の報告は，関係委員会等の判断による。
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ログオフ ヘルプ??
ユーザー：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 さん 2005年10月26日 (水) 10:41

デスクトップ  >> 掲示板 

メッセージ詳細 利用上のルール・注意

?? 【お知らせ】共通ゼミ室の設置

カテゴリー:無し  登録者:  登録日時:2005/07/08?09:13? 表示期限:無期限 

           共 通 ゼ ミ 室 の 設 置 
 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
※ 人文棟４１３室（４階）が新たに使用可能となりました。（2005.7.8） 
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
人文棟３１５室（３階），音楽棟２０２室（２階）に，共通ゼミ室が設置されました。 
以下の要領で，使用申し込みの上，ご利用願います。 
 
使用開始 ６月１日から（予約は，本日から可能です。） 
 
申込方法 学内グループウェア－施設予約－共通ゼミ室 の項目に，申込み者が書き込む。 
     (1) タイトル欄は，申込み者名を記入する。 
     (2) メッセージ欄は，申込み者の内線番号その他，参考となる事項を記入する。 
 
使用調整 使用時間が，重複したときは，申込み者間で調整する。 
 
使用後の清掃 使用後は，次回使用者が，気持ちよく使用できるよう，申込み者が責任を持 
         ってゴミの始末，清掃を行う。 
 
大きさ等 人文棟３１５室（３階） 
          １９㎡   長机４，椅子１２ 
 
      人文棟４１３室（４階） 
          １９㎡ 長机４，椅子１２ 
 
      音楽棟２０２室 
          ２７㎡   長机５，椅子１５ 
 
問 合 せ 教育支援課教務企画係 内線３２７３

  スケジューラ

 

教職員情報共有システム 
Copyright © 2002 LINKcom corporation. All rights reserved.

教職員情報共有システム 管理者
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根拠資料No.３

平成１７年２月９日

学生各位

情報基盤センター長

学内無線ＬＡＮの公開について（通知）

このたび，情報基盤センターでは情報機器利用環境の整備の一環として，下記のと

おり無線ＬＡＮを導入しました。

無線ＬＡＮの利用にあたっては，登録が必要ですので，利用希望者は２利用申請の

方法に従い情報基盤センターへ申請してください。

記

１ 無線LANアクセスポイント整備箇所

① 講義棟（ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾌﾟﾗｻﾞﾎｰﾙ）※就職支援室移転時に設置予定

※ 設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ１台（対応ﾉｰﾄPC：20台）

② 講義棟（201,302）

※ 各室とも設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ１台（対応ﾉｰﾄPC：20台）

③ 講義棟（301）

※ 設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ２台（対応ﾉｰﾄPC：40台）

④ 第２講義棟（103,104,202）

※ 各室とも設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ２台（対応ﾉｰﾄPC：40台）

⑤ 人文棟１階講義室（104,105,106,107）

※ 各室とも設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ１台（対応ﾉｰﾄPC：20台）

⑥ 図書館１階・３階閲覧室

※ 各室とも設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ１台（対応ﾉｰﾄPC：20台）

⑦ 大学会館第一食堂

※ 設置ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ１台（対応ﾉｰﾄPC：20台）

２ 利用申請の方法

① 無線ＬＡＮの利用を希望する者は，電子メールで受付けます。

② 別紙様式①～⑭の事項をメール本文に記述して，無線ＬＡＮ利用申請専用ア

ドレス（juen-wl@juen.ac.jp）へ送信してください。

③ 上記申請事項を確認後，承認の有無，設定表，マニュアルを返信します。

３ 利用上の注意

① ＬＡＮカードは次の規格のものを各自で用意願います。

規格：IEEE802.11g/b 及び IEEE802.11/b

４ 利用にあたっての支援

無線ＬＡＮの設定に関してご不明な点がある場合は，情報基盤センター内

ヘルプデスク（内線３６８３）へご相談ください。インストールの手順，利用方

法を説明します。

・ヘルプデスク開設時間帯

月曜日～金曜日１７：３０～２０：３０
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根拠資料No.４

（第15回教育研究評議会(平成17.2.9)報告）

学生のＰＣ所有に係る準備状況

１ 学部募集要項における事前周知

■ ノート型パーソナルコンピュータの所持

教育現場が求めており，本学が重要であると考えている教師像は「情報通信機器

を，学校教育における活動において一つの手段として活用し，確かな学力の育成や

効率的なクラス運営などが可能な教師」としています。つまり，教員には「ＩＴを

活用した指導力」が求められているのです。

そのため，本学では平成17年度入学生からノート型パーソナルコンピュータを所

持していただくこととさせていただきました。本学が提供する充実したカリキュラ

ムや通信環境等に加え，コンピュータをノートやペンに代わるツールとして学生が

日常的に活用することで，教師としての「ＩＴ活用指導力」をも身に付けさせるこ

とができるとの考えから，入学生及び保護者の皆様には，経済的な負担をお掛けす

ることになりますが，御理解と御協力を御願いいたします。

入学に際して用意していただくノート型パーソナルコンピュータの仕様，購入の

斡旋及び支援その他必要な事項については，入学手続時に御案内させていただきま

す。

２ 業者の選定

「平成17年度入学生向けﾉｰﾄ型ﾊﾟｰｿﾅﾙｺﾝﾋﾟｭｰﾀ提供業務の斡旋業者選定に係る仕様

書」を策定し，国の入札に準拠し以下の会計手続を経て，信越情報システム(株)を

選定した。

① 仕様策定に関する意見聴取：平成16年12月３日（月）

② 仕様説明：平成16年12月16日（木）

③ 提案書の提出：平成16年12月22日（水）

④ 業者選定：平成16年12月24日（金）

入学生向け案内文書等３

(1) 学校教育学部合格者・保護者向け

平成17年度入学生に係るノート型パーソナルコンピュータ

の準備について（お願い）

現在，教育現場が求めており，本学が重要であると考えている教師像は「情報通信

機器を，学校教育における活動において一つの手段として活用し，確かな学力の育成

や効率的なクラス運営などが可能な教師」としています。つまり，教員には「ＩＴを

活用した指導力」が求められています。

そのため，本学では「学生募集要項」に記載しておりましたとおり，平成17年度入

学生からノート型パーソナルコンピュータ（以下「ＰＣ」という ）を所持していた。

だくこととさせていただき，そのＰＣを活用した授業科目を開設しております。入学

生及び保護者の皆様には，経済的なご負担をお掛けすることになりますが，ご理解と

ご協力をお願いいたします。

入学時までに準備いただくＰＣの仕様は，裏面「必須仕様」に示すとおりです。既

にお持ちの方は，この仕様を満たしているかご確認ください。

， ， ，また ＰＣの購入等を検討される方向けに 別添の書類によりＰＣの購入について
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ご案内させていただきます。申込期限等については，案内文をご参照願います。ご紹

介機種は，将来にわたっての利用を考慮したものであり，本学が必要とする仕様を十

分に満たしております。

上記のご案内は 「必須仕様」を満たすＰＣを最寄りのお店でお買い求めいただく，

ことを妨げるものではありませんので申し添えます。

なお，経済的理由により入学料の全額が免除される場合には，当面ＰＣを所持して

いなくても支障がないよう大学として対策を講じますので，情報基盤センターまでお

問い合わせください。

【情報基盤センター】

電話：025-521-3681

eﾒｰﾙ：center@juen.ac.jp

(2) 大学院学校教育研究科（修士課程）合格者向け

ノート型パーソナルコンピュータの利用環境等について（ご案内）

現在，教育現場が求めており，本学が重要であると考えている教師像は「情報通信

機器を，学校教育における活動において一つの手段として活用し，確かな学力の育成

や効率的なクラス運営などが可能な教師」としています。

そのため，本学では昨年来，講義室，図書館，学生食堂その他の施設に無線ＬＡＮ

によるアクセスポイントを整備し，学生が所有するノート型パーソナルコンピュータ

（以下「ＰＣ」という ）を活用できる環境整備を進めております。。

入学する皆様のほとんどが，学生生活を送る上でＰＣを所持されること思われます

ので，講義室，図書館，学生食堂その他の施設で無線ＬＡＮを利用することができる

ＰＣの「必須仕様（裏面に示すとおり 」をお知らせします。既にお持ちの方は，。）

この仕様を満たしているかご確認ください。

本学では，ＰＣの購入等を検討される方向けに，別添の書類によりＰＣの購入につ

， 。 ， 。いて ご案内させていただきます 申込期限等については 案内文をご参照願います

ご紹介機種は，将来にわたっての利用を考慮したものであり，本学が必要とする仕様

を十分に満たしております。

上記のご案内は 「必須仕様」を満たすＰＣを最寄りのお店でお買い求めいただく，

ことを妨げるものではありませんので申し添えます。

(3) 在学生向け

ノート型パーソナルコンピュータの利用環境等について（ご案内）

現在，教育現場が求めており，本学が重要であると考えている教師像は「情報通信

機器を，学校教育における活動において一つの手段として活用し，確かな学力の育成

や効率的なクラス運営などが可能な教師」としています。

そのため，本学では昨年来，講義室，図書館，学生食堂その他の施設に無線ＬＡＮ

によるアクセスポイントを整備し，学生が所有するノート型パーソナルコンピュータ

（以下「ＰＣ」という ）を活用できる環境整備を進めております。。

ついては，講義室，図書館，学生食堂その他の施設で無線ＬＡＮを利用することが

できるＰＣの「必須仕様（裏面に示すとおり 」をお知らせします。既にＰＣを所。）

持している方で，上記の施設においてＰＣを利用される場合には，事前にこの仕様を

満たしているかご確認ください。

本学では，ＰＣの購入等を検討される方向けに，別添の書類によりＰＣの購入につ

， 。 ， 。いて ご案内させていただきます 申込期限等については 案内文をご参照願います

ご紹介機種は，将来にわたっての利用を考慮したものであり，本学が必要とする仕様

を十分に満たしております。

上記のご案内は 「必須仕様」を満たすＰＣを最寄りのお店でお買い求めいただく，

ことを妨げるものではありませんので申し添えます。



４ 学生向けサービスの向上対策の実施状況

平成16年度整備状況(1)

1) 施設整備

① 無線LANアクセスポイントの整備

講義棟（Pﾌﾟﾗﾎｰﾙ,201,301,302 ，第２講義棟（103,104,202 ，人文棟１階講義） ）

室（104,105,106,107 ，図書館１階・３階閲覧室及び大学会館学生食堂）

② 講義棟（301大講義室）へのＬＡＮ敷設及び情報／電源コンセント設置

③ 第２講義棟（103/104）講義室への入退室管理システムの整備

※ 講義時間を除き学生が自由に自己所有ＰＣを利用できる場として開放

④ 教育情報訓練室２のインテリジェント教室化

※ 講義時間を除き学生が自由に自己所有ＰＣを利用できる場として開放

2) システム整備

① 認証システムの導入（セキュリティの確保）

※ 上記の無線 アクセスポイントを利用するＰＣをシステムにより認証LAN
② キャンパスポータルの導入（システム利用に係る利便性の向上）

※ 大学構成員が利用する複数システムの入口を統合

③ Ｗｅｂメールの導入（システム利用に係る利便性の向上）

※ 学内外を問わず利用可能

④ 迷惑メール遮断サービスの導入（セキュリティの確保）

⑤ ワームガードの導入（セキュリティの確保）

⑥ 教育情報訓練室２への学生所有ノートＰＣと同一環境のデスクトップ設置

※ 経済的に所有困難な学生用及び学生所有ＰＣ故障時の代替ＰＣとして利用

⑦ 教育情報訓練室端末への自学自習教材の導入

※ デジタル化したMicrosoft Office 2003 Editions対応書を導入

平成17年度整備計画（予定）(2)

1) 施設整備

① 無線LANアクセスポイントの整備の推進

人文棟講義室（101,201,202,203,204,205,206,207,208）及び低層棟講義

室（213,214,215）等

② インテリジェント教室

2) システム整備

① 認証システムの拡充（セキュリティの確保）

② 印刷ステーションの導入（システム利用に係る利便性の向上）

③ 学生総合情報（学務部事務）システムの整備の推進

経済的に所有困難な学生に対する支援５

① 教育情報訓練室２への学生所有ノートＰＣと同一環境のデスクトップ設置

② 入学生に案内するＰＣと同一機種（環境）の購入



　　　　　平成１７年度学生団体一覧
　　　平成17年5月31日現在

学籍番号 　　氏　名

1 書道部  　　　　　　　 8 押木　秀樹 152159E 山本　美江 ○

2 紙ひこうき  　　　　　 16 笠原　芳隆 152075L 清水畑　真帆 ○

3 ちるど連  　　　　　　 24 大山美和子 152035M 小田　早矢香 ○

4 坐禅・不識会  　　　　 18 田島　弘司 162100K 田原　充浩 ○

5 せんせいのたまご倶楽部 22 庭野  義英 152112J 南雲　恵美 ○

6 国際交流クラブ　　　  25 田島　弘司 D05401J 王　　  ・ ○

7 上越ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｸﾗﾌﾞ(JAC) 　 29 木村  吉彦 152154C 安田　一平 ○

8 English Academy 　　  8 庭野　義英 162082H 新村　晶子 ○

9 茶道部　　　　　　  　 17 洞谷　亜里佐 162091G 髙坂　知世 ○

1 演劇部　　　　　　　  7 林　　泰成 152104H 寺嶋　由佳 ○

2 ﾓダﾝ･ﾐｭｰジｯｸ･ｿｻｲｴﾃｨ(MMS) 36 庭野  義英 152007F 安藤　伸泰 ○

3 吹奏楽団  　　　　　　 42 山本  茂夫 152041F 加藤　紗智 ○

4 管弦楽団  　　　　　　 36 阿部　亮太郎 152126J 野原　夕美湖 ○

5 混声合唱団　　　　　　 71 鈴木  敏紀 152093J 高橋　由実 ○

6 雅楽部　　　　　　  　 6 茂手木　潔子 142159L 山川　みちる ○

7 アジア音楽サークル　　 9 茂手木　潔子 142035G 尾崎　絵美 ○

8 三絃・箏曲部　　　　　 6 茂手木　潔子 175457B 館　香菜恵 ○

9 アートワーク　　　　  11 阿部　靖子 152103K 寺島　奈津美 ○

10 アカペラサークル 10 時得　紀子 152006H 荒木　隆幸 ○

1 ソフトテニス部　　　  44 大山　美和子 152143J 松村　佳美 ○

2 男子バレーボール部　  25 藤田　武志 142047L 小嵐　英輔 ○

3 女子バレーボール部　  21 藤田　武志 142006B 五十嵐　望美 ○

4 野球部　　　　　　　　 20 若井  彌一 142143C 真鍋　　宏 ○

5 卓球部　　　　　　　　 17 我妻  敏博 162018F 井出　有香 ○

6 剣道部　　　　　　　　 15 直原　　幹 152087C 関根　悠雅 ○

7 男子バｽｹｯﾄボｰﾙ部　　　　　　 27 土田　了輔 142114L 服部　隆典 ○

8 女子バｽｹｯﾄボｰﾙ部  　　　　　 17 土田　了輔 142062C 佐藤　あさみ ○

9 陸上競技部　　　　　  15 市川  真澄 152150M 森石　直行 ○

10 ワンダーフォーゲル部  16 松田　愼也 152037H 小野　絵美 ○

11 水泳部　　　　　　　　 17 清水　富弘 152154C 安田　一平 ○

12 サッカー部　　　　　　 30 榊原    潔 152036K 小田原　敬 ○

13 弓道部　　　　　　　　 23 大悟法  滋 152168C 渡辺　加奈 ○

14 スキー部　　　　　　　 22 市川  真澄 162007L 阿部　義弘 ○

15 バドミントン部　　　  25 河西　英通 152145E 丸山　慶太 ○

16 ソフトボール部　　　  29 青木    眞 152108L 中嶋　秀美 ○

17 硬式テニス部　　　　  43 下西　善三郎 152123C 根岸　主門 ○

18 ダンス部　　　　　　  7 大橋　奈希左 152155A 安田　望都子 ○

19 ハンドボール部　　　  38 迎　　勝彦 152132B 原田　守人 ○

20 女子サッカー部　　　  21 榊原    潔 152158G 山中　悠理香 ○

21 ラグビー部　　　　　　 31 川村  知行 152151K 森口　秀之 ○

22 アイスホッケー部　　  17 伊藤  政展 152135H 福田　慎一郎 ○

23 柔道部　　　　　　　　 8 鈴木  敏紀 152084K 鈴木　敦子 ○

24 女子ｱｲｽﾎｯｹｰ部  　　　　　 13 伊藤  政展 152046G 柄澤　沙絵子 ○

25 ストリートダンス部 17 時得　紀子 142138H 益子　国芳 ○

26 セパタクロー部 10 平野　七濤 152014J 泉　　昌吾 ○

その他 1 大学院学生協議会　　  518 星名　信昭 165301G 小川　　康

学生団体　合計　４６団体 1,487
課外活動団体認定
45団体

芸術系

体育系

　　顧問教員

代表者
課外活動団体
認定

文化系

団体区分 NO. 　　団　体　名           
構成員
数
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平成１７年度学生団体の活動状況

NO. 団体名                
構成
員数

活動状況 顧問教員

1 書道部  　　　　　　　 8

　上越市美術展覧会（１０月）では入選８名を受賞した。
４月に新入生歓迎色紙展，１０月の大学祭に色紙展，２
月に卒業展覧会を開催した。また，８月に長野県で合
宿を行った。

押木　秀樹

2 紙ひこうき  　　　　　 16
　主に上越地域の各種ボランティア活動，肢体不自由
児との交流，養護施設訪問，老人介助等を行った。

笠原　芳隆

3 ちるど連  　　　　　　 24
　主に上越地域周辺にて，地域の子供会や老人ホーム
の行事等に参加して，劇をしたり，ゲームをして交流を
行った。

大山美和子

4 坐禅・不識会  　　　　 18
  定期活動の他に，年４回程度，春日山の林泉寺にお
いて坐禅の会を開いて，住職から指導・講話を受けた。

田島　弘司

5 せんせいのたまご倶楽部 22
　定期活動の他に，８月２２日から２６日の間，サマース
クールを開催し，地域の小学生約２００人と交流を深め
た。

庭野  義英

6 国際交流クラブ　　　  25

　新留学生の歓迎会（４月・１０月），クリスマスケーキ作
り（１２月），中国旧暦新年会(１月)，スキー合宿(２月)に
参加し，また，上越国際交流協会(Join)を通じて各種交
流事業に参加し，地域との交流を図った。

田島　弘司

7 上越ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰｻｰｸﾙ(JAC) 　 29

 　ＰＡ（プロジェクトアドベンチャー）を学び実践すること
で，将来の学級経営の参考とすることを目的として活動
し，４月の新入生合宿研修においては学部１年生にレ
クリェーション指導を行い，また，妙高少年自然の家に
おいてＰＡ指導を実践した。

木村  吉彦

8 English Academy 　　  8
　英語を学習したい学生が集まり，英検・TOEFL等の各
種検定試験を目標に，週１回の勉強会を行った。また，
英語検定の準１級(６月，１０月)を受験した。

庭野　義英

9 茶道部　　　　　　  　 17

　表千家の作法を通じて，礼儀，節度ある対応の仕方
等を学んでおり，七夕お茶会(７月)，越秋祭お茶会(１０
月)，炉開き(１２月)などを行った。また，３月に京都市妙
顕寺において合宿を行った。

洞谷　亜里佐

10 演劇部　　　　　　　  7
  定期活動の他に，春公演「銀河旋律」(３月))を行い，
自己を表現する力を学んだ。

林　　泰成

11 ﾓダﾝ･ﾐｭｰジｯｸ･ｿｻｲｴﾃｨ(MMS) 36
　新入生歓迎ライブ(４月)，サマーライブ(７月)，学祭ラ
イブ(１０月)，クリスマスライブ(１２月)等の公演を行って
表現活動を学んだ。

庭野  義英

12 吹奏楽団  　　　　　　 42

　上越文化会館での定期演奏会(１２月)の他，スプリン
グコンサート(４月)，上越地区バンドフェスティバル(５
月)，新潟県大学生吹奏楽交歓会(８月)参加など，幅広
く活動を行った。

山本  茂夫
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NO. 団体名                
構成
員数

活動状況 顧問教員

13 管弦楽団  　　　　　　 36

　大学祭でのコンサート（１０月），定期演奏会（２月）及
び修了式・卒業式演奏(３月)等を行った。　また，地域
の依頼により，炉端の演奏会(６月・糸魚川市)，大潟区
子連２０周年記念イベント(７月・大潟老人福祉センター)
において出張演奏を行い，交流を深めた。

阿部　亮太郎

14 混声合唱団　　　　　　 71

　入学式での演奏(４月)やﾘｰｼﾞｮﾝﾌﾟﾗｻﾞ上越での定期演
奏会(２月)の他に，久比岐野合唱フェスティバル(６月)，
上越市民芸術祭合唱のつどい(７月)への参加や出張演
奏など地域との交流も幅広く行われた。また，夏合宿(８
月)及び秋合宿(１１月)により，技術の研鑽に努めた。

鈴木  敏紀

15 雅楽部　　　　　　  　 6
　定期活動の他に，文化部有志説明会(４月)において
演奏した。また，地域への出張演奏を広範囲に行い交
流を図った。

茂手木　潔子

16 アジア音楽サークル　　 9
　ガムラン講習会(１０月)，ガムラン演奏会(３月)を開催
した。また，周辺地域からの依頼による出張演奏会を
実施し，アジア音楽への理解を深めた。

茂手木　潔子

17 三絃・箏曲部　　　　　 6
　定期活動の他に，講習会(１月，３月)を開催し技術の
研鑽に励んだ。また，依頼による出張演奏会を行い，
地域との交流を図った。

茂手木　潔子

18 アートワーク　　　　  11
　定期活動の他に，アートワーク展(５月(新入生歓迎)，
７月(オープンキャンパス)，１０月(大学祭))等を開催し，
美術活動を通じて周辺地域との交流に努めた。

阿部　靖子

19 アカペラサークル(JADE) 10

　新歓ライブ(４月)，４年生就職激励会(６月)，大学祭ラ
イブ(１０月)の活動の他に，夏和音ライブ(７月・上越観
光物産センター)，直江津中学校アカペラを聞く会(１０
月・直江津中学校)，グループホーム南葉訪問(１月・グ
ループホーム南葉)，いずみ幼稚園ライブ(３月・いずみ
幼稚園)等，地域との交流を積極的に図った。

時得　紀子

20 ソフトテニス部　 44

　北信越学生ソフトテニスシングルス選手権大会(４
月)，北信越ソフトテニス選手権大会(５月，１０月)，上越
市インドアソフトテニス大会(１月・女子シングルス優
勝)，上越市シングルス選手権大会(２月・女子シングル
ス準優勝)に参加し，技術の向上に努めた。

齋藤　一雄

21 男子バレーボール部　  25
　信越大学大会（春季(４月)，秋季(１０月)），北信越大
学大会（春季(５月)，秋季(１０月)）及び上越大会(４月・
優勝，１２月)等に出場し，技術の向上に努めた。

藤田　武志

22 女子バレーボール部　  21

　北信越大学大会（春季(５月)，全国教育学芸大学大
会(８月)，信越大学大会（春季(４月)，秋季(１０月)），秋
季(１０月)）及び上越大会(１０月)等に出場し，技術の向
上に努めた。

藤田　武志

23 野球部　　　　　　　　 20
　北信越大学準硬式野球大会（秋季(９月)）に出場し
た。また，夏合宿(７月)及び冬合宿(３月)を行うほか練
習に努めた。

若井  彌一

24 卓球部　　　　　　　　 17

  北信越大学大会（春季(５月)，秋季(１０月)），全国国
公立大学大会(８月・女子ダブルスベスト８)，全国教育
大学大会(８月・女子団体優勝・女子シングルス３位)等
に出場し，技術の向上に努めた。

我妻  敏博

2 / 4 ページ



NO. 団体名                
構成
員数

活動状況 顧問教員

25 剣道部　　　　　　　　 15

　北信越学生大会（春季(５月)，優勝(９月)，新人(１１
月)），全日本学生剣道オープン大会(１１月・女子初段
の部第３位)に出場した他，大阪体育大と合同で合宿(３
月)を行った。また，上越少年剣道大会（４月），上越・長
野少年少女剣道交流会（８月），妙高少年剣道合宿(８
月)を通じて地域の子供達との交流を図った。

直原　　幹

26 男子バｽｹｯﾄボｰﾙ部　　 27

　近県選手権大会(４月)，北信越学生大会（５月），上越
選手権大会（６月，３月）甲信越学生大会（９月），及び
北陸選手権大会(９月)等に出場した。また，春合宿(３
月)を実施し，技術の向上に努めた。

土田　了輔

27 女子バｽｹｯﾄボｰﾙ部 　 17

　近県選手権大会(４月)，北信越学生大会（５月），上越
選手権大会（６月・優勝，３月・優勝），甲信越学生大会
（９月），及び北陸選手権大会(９月)等に出場し，技術の
向上に努めた。

土田　了輔

28 陸上競技部　　　　　  15

　上越大会(４月)，北信越大会（春季(５月)，秋季(１０
月)），高田城ロードレース(６月)，新潟県大会(７月)，全
国教育系大会(８月)等に出場した。また，毎年４月に上
越市営陸上競技場にて記録会を主催し，児童生徒600
～700人が参加し地域交流・貢献に努めた。

市川  真澄

29 ワンダーフォーゲル部  16
　春日山(４月)，米山（６月），苗場山(６月)，雨飾山(７
月)，妙高・火打山(７月)に登山・トレッキングを実施し
た。

松田　愼也

30 水泳部　　　　　　　　 17
　オールシーズンプール水泳競技会(５月)，新潟県スプ
リント選手権(９月)に出場し，技術の向上に努めた。

清水　富弘

31 サッカー部　　　　　　 30
　総理大臣杯北信越大会（４月），新潟県大学・高専大
会（４月～７月），北信越大会（９月～１０月・２部優勝)）
に出場し，技術の向上に努めた。

榊原    潔

32 弓道部　　　　　　　　 23

　県学生弓道選手権大会(４月)，全国教育系大学大会
（８月），北信越大会（秋季(１０月)，春季(３月)）及び市
民体育祭(１０月・準優勝)等に出場し，また，７月に長野
県で合宿を実施し，技術の向上に努めた。

大悟法  滋

33 スキー部　　　　　　　 22
　オフシーズン中に各種トレーニングを実施し，冬期に
各スキー場でスキー及びスノーボードの技能向上を
図った。また，スキー合宿(１２月)も実施した。

市川  真澄

34 バドミントン部　　　  25
　北信越大会(春，夏・女子ダブルス３位，秋)，全国国
立教育系大学選手権大会(３月・男女各団体第４位)な
ど各種大会に出場し，技術の向上に努めた。

河西　英通

35 ソフトボール部　　　  29
　北信越大会(オープン(４月)，春季(５月)，新人(９月))
出場し，また，練習試合を行い技能向上に努めた。

高石　次郎

36 硬式テニス部　　　　  43

　北信越学生大会（春(４～５月)，夏(８月)），北信越学
生新進大会（１０～１１月）等の大会に出場し，技術の向
上に努めた。また，コート整備，草刈り及び除雪を行い
コート周辺の環境整備に努めた。

下西　善三郎

37 ダンス部　　　　　　  7
　アーティスティック・ムーブメント・イン・トヤマ(９月)，全
国創作舞踏研究発表会(１２月)など各種発表会に参加
し，技術の向上に努めた。

大橋　奈希左
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NO. 団体名                
構成
員数

活動状況 顧問教員

38 ハンドボール部　　　  38
　北信越リーグ（春季(５月)，秋季(９月)），北信越学生
選手権(１０月)，新潟日報杯(１２月)等に出場した。ま
た，技術向上のために３月に妙高で春合宿を行った。

迎　　勝彦

39 女子サッカー部　　　  21
　県リーグ選(５～７月)，全日本大学選手権北信越大会
(１０月)，新潟日報杯(１０月)及び県フットサル選手権(１
月)等に出場し，技術の向上に努めた。

榊原    潔

40 ラグビー部　　　　　　 31
　新潟県７人制大会(４月)，新潟県社会人リーグの対抗
戦(５～１１月)に出場した。　また，８月に長野県で夏合
宿も行った。

川村  知行

41 アイスホッケー部　　  17
　新潟日報杯(４月)，県選手権(１１月)，北信越インカレ
予選（１１月）及び松沢記念大会（３月）に出場し，技能
向上に努めた。

伊藤  政展

42 柔道部　　　　　　　　 8
　北信越学生選手権(９月)，湊谷杯(１１月・男子７３キロ
級優勝)等に出場し，技術の向上に努めた。

鈴木  敏紀

43 女子ｱｲｽﾎｯｹｰ部  　　　　　 13
　新潟日報杯(４月・第３位)及び柏崎市長杯(２月・第２
位)等に出場し，技術の向上に努めた。

伊藤  政展

44 ストリートダンス部 17

　新入生歓迎公演(４月)，４年生就職激励会(６月)，２４
時間ＴＶダンスコンテスト(８月・準優勝)，大学祭ダンス
ショー(１０月)及び金沢コンテスト(３月)等に出場し，技
術の向上に努めた。

時得　紀子

45 セパタクロー部 10
　大阪オープン(８月)，ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
(２月)等に出場し，また，各種講習会に参加して技術の
向上に努めた。

平野　七濤

46 大学院学生協議会　　  518

　大学院学生の教育環境の向上及び親睦を目的に活
動し，各種研修会（渡邉学長に聞く会(１１月)，日本酒に
親しむ会(１月)）の開催，球技大会(ソフトボール大会（５
月・１１月）の開催及び広報誌の発行等を行った。

川村　知行
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資料№１学 生 相 談 の 仕 組 み
～ 困ったときの学生なんでも相談窓口！ ～

学内関係者・機関等

各 教 員

(オフィス・アワー )

相談を希望す

る学生 クラス担当教員

指導教員

（対象）

学部学生

学生団体顧問教員大学院生

研究生等

（内容） 保健管理センター

カウンセラー修学

アドバイザー生活

健康

心理

プレイスメントプラザ進路就職

経済 （就職支援室）

その他 就職情報・就職支援・

就職相談

セクハラ相談窓口

教 育 支 援 課

履修登録等の授業関係

在学・成績証明、教員

免許、国際交流他

学 生 支 援 課

授業料免除、奨学金

学生宿舎、アパート

部活動、アルバイト

事故届、クラス活動他

その他諸手続き関係は

「学生生活」Ｐ４～

の一覧表を参照

学生なんでも相談窓口

（ ）学生支援課事務室内

◎ 学生相談係

521-3285専用電話
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保健管理センター精神衛生相談の流れ図

学 生

ｸﾗｽ担当教員
保健管理センター

アドバイザー

（５人）

指導教員
所長（教授）

精神科医（教授）

事務室（看護師）学生支

援課 顧問教員

カウンセラー

（３人）

カウンセラー学外

（２人）
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　　平成17年度保健管理センター精神衛生相談状況

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 の 男 女 計

修　　学 0 0 0 4 0 4 2 1 3 0 9 9 6 10 16 18 3 21 1 1 2 19 4 23 25 14 39

情緒・性格 37 33 70 0 0 0 13 38 51 0 61 61 50 132 182 41 10 51 0 10 10 41 20 61 91 152 243

進　　路 2 2 0 0 0 3 3 1 22 23 3 25 28 1 1 2 1 4 5 2 5 7 5 30 35

友人 9 12 21 5 5 4 4 5 5 9 26 35 2 0 2 2 2 4 4 2 6 13 28 41

家　　庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 2 3 5 2 3 5

異性 0 0 0 0 0 6 6 0 6 6 2 2 0 3 3 0 5 5 0 11 11

ＵＰＩ 注） 15 22 37 0 0 0 15 22 37 0 0 0 0 0 15 22 37

合　　計 63 67 130 4 5 9 15 46 61 1 103 104 83 221 304 62 19 81 6 20 26 68 39 107 151 260 411

注）ＵＰＩとは（University Personality Inventory:大学生精神健康調査）の調査に基づく相談件数

区　　分

学　　部　　学　　生 大　学　院　学　生
合　　計

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 計 １年次 ２年次 計
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